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平成２８年八郎潟町議会１２月定例会 会議録

第１日目 平成２８年１２月１３日（火）

議長 三戸留吉 おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しており

ますので、八郎潟町議会１２月定例会は成立いたしました。

これより１２月定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名議員の指名については会議規則第１２０条の規定により議長よ

り指名いたします。１番 村井剛君、２番 畠山金美君を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定については、議会運営委員長 村井剛君の報告を求めま

す。

議会運営委員長 村井剛 おはようございます。私から１２月定例会の日程、運営等につきまして審議い

たしました当議会運営委員会の審議経過と結果についてご報告を申し上げます。

去る１２月５日午前１０時から第１委員会室において、当局より町長、総務課長が出

席し委員会が開かれました。

今回の定例会の議案等は、条例関係では条例改正議案が３件、条例制定議案が２件、

条例廃止議案が２件、平成２８年度補正予算議案が５件、その他人事案件が１件、諮問

が１件であります。

また請願・陳情は、陳情６件で、一般質問者は８名となっております。

今定例会の日程は、皆さんに配付しております資料のとおりでありますが、初日が議

長の諸般報告、町長の行政報告、議案の上程、提案理由の説明、質疑並びに請願・陳情

について等を行い、各常任委員会に付託することといたしております。

２日目は一般質問を行い、終わり次第各常任委員会に入っていただきます。

最終日は、午後３時から各常任委員会に付託された議案等について、委員長報告のあ

と討論・採決を行います。

以上のとおり今定例会の会期は、皆さんに配付した資料のとおり、本日から１６日ま

での４日間で行うことといたしております。

以上、議会運営委員会の報告といたします。

ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

議長 三戸留吉 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から１６日までの４日間と決

定してご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。答弁のため出席を求めた者、町長、

副町長。教育長は欠席でございます。各課課長、会計管理者であります。

日程第３、議長の諸般報告に入ります。この報告は平成２８年９月定例会最終日より、

本定例会までの報告事項について印刷し、皆さまのお手元に配付しておりますが、この

報告書をもって、報告に替えさせていただきたいと思いますが、そのように取り計らっ

てご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 ご異議なしと認めます。

次に、この度、秋田県町村議会議長会から提出されております、地方議会議員の厚生

年金制度への加入を求める意見書について、常任委員会審議の前に皆さまへ、ご説明し

たいと思います。

全国町村議長会議並びに秋田県議会議長会議は、地方議会議員の年金制度の廃止以降、

地方議会議員の被用者年金制度への加入に関する要望について、政府、国会に要請活動

を展開しておりますが、これは全国的に地方議員が選挙では立候補者の減少で無投票当

選が増加しており、住民の政治への関心の低さと共に、議員のなり手不足が大きな問題

となっております。

この要因として、将来に亘って安定した保障がない、いわゆる年金制度が存在しない

ことと捉えており、今後国民の幅広い政治参加や、議員を志す新たな人材確保の意味か

らも、厚生年金の加入について引き続き要望したいというものです。よろしくお願い申

し上げます。

以上で議長の諸般報告を終わります。
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日程第４、これより町長の行政報告を求めます。

町長 畠山菊夫 （町長の行政報告 別紙のとおり）

議長 三戸留吉 これより、町長の行政報告に対する質問を行います。確認の意味で申し上げますが、

行政報告以外の事項に対する質問、並びに明日の一般質問に重複する質問は控えて下さ

るよう、また一人一問程度で簡潔にお願いいたします。

質問のある方は挙手願います。はい、４番 石井君

４番 石井清人 ４番 石井です。質問ではなくてお願いなんですけども、これから冬期除雪に入りま

すけども、一日市大通りと附帯した歩道は県道ですから県でやるわけですけども、歩道

除雪の際には竜馬橋の歩道も併せてこまめにお願いしたいと思います。冬期間でも歩く

方がおって雪があれば恐いというか、歩きにくいという話もありましたので、県の方で

併せてお願いしたいと思います。

議長 三戸留吉 他にありませんか。はい、９番 菊地君

９番 菊地文人 ２ページの「地域公共交通の広域再編に関する検討会」とありますけれども、名称が、

「湖東地域公共」となってますけども、湖東地区といえば井川町も対象になるのかなと

思ったんですけども、井川町が入っていない理由は何かあるのでしょうか。

総務課長 小野良幸 只今のご質問にお答えいたします。

井川町さんにおかれましても、県の方が呼びかけをいたしましたが、町の中を無料巡

回バスが通っているということで、これへの参加を見送っております。ただし、今年度

開催される研究会の方には、動向を見守りたいとうことで、研究会へは参加の予定でご

ざいます。

議長 三戸留吉 他にございませんか。なければ、これにて町長の行政報告に対する質問を終わります。

次に、日程第５、議案第４２号から、日程第１６、議案第５３号までの１２議案につ

いて、各常任委員会に付託する関係で一括上程したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 ご異議なしと認め、そのように決定しました。議事日程については、配付している日

程表のとおりであります。

提案理由の説明を求めます。

町長 畠山菊夫 本日提出いたします議案等の概要について、ご説明申し上げます。

会議日程資料７ページをご覧ください。

議案第４２号 八郎潟町町税条例の一部を改正する条例について

所得税法等の一部を改正する法律が平成２８年３月３１日に公布され、また、外国人

等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行

令等の一部を改正する政令が、平成２８年５月２５日に公布されたことに伴い、本条例

の一部を改正するものであります。

資料２２ページ

議案第４３号 八郎潟町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

所得税法等の一部を改正する法律が平成２８年３月３１日に公布され、また、外国人

等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行

令等の一部を改正する政令が、平成２８年５月２５日に公布されたことに伴い、本条例

の一部を改正するものであります。

資料２７ページ

議案第４４号 八郎潟町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について

子ども・子育て支援法施行令及び子ども・子育て支援法施行規則の改正に伴い、八郎

潟町立幼稚園の保育料において、低所得のひとり親世帯等及び多子世帯の経済的負担の

軽減を図るために規定を整備する必要があることから、本条例の一部を改正するもので

あります。
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資料３３ページ

議案第４５号 八郎潟町法定外公共用財産に関する条例の制定について

法定外公共用財産の機能管理、使用の許可の手続き及び当該許可に係る使用料の徴収

に関する基準を定める必要があることから、本条例を制定するものであります。

資料３８ページ

議案第４６号 八郎潟町農業委員会委員定数条例の制定について

農業委員会法等を含む「農業協同組合等の一部を改正する等の法律が平成２７年９月

４日に公布され、平成２８年４月１日から施行されたことに伴い、本条例を制定するも

のであります。

資料３９ページ

議案第４７号 八郎潟町農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する条例について

八郎潟町農業委員会委員定数条例の制定に伴い、本条例を廃止するものであります。

資料４０ページ

議案第４８号 八郎潟町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する条例を廃止する

条例について

八郎潟町農業委員会委員定数条例の制定に伴い、本条例を廃止するものであります。

続きまして、補正予算関係についてご説明申し上げます。

議案第４９号 平成２８年度八郎潟町一般会計補正予算（第６号）について

１ページ、歳入歳出に、それぞれ７，０１０万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を３０億３，４８７万２千円としております。

８・９ページ、歳入の主なものは、民生費国庫負担金・児童福祉費負担金に、保育所

運営費負担金１３６万８千円を追加しております。これは、入所児童数の増加に伴うも

のであります。

なお、民生費県負担金・児童福祉費負担金の保育所運営費負担金にも６８万４千円を

追加しております。

民生費国庫補助金・社会福祉費補助金の国民健康保険制度関係準備事業費補助金６４

万２千円の減額は、同補助金を国民健康保険特別会計の歳入として受け入れたためであ

ります。

臨時福祉給付金給付事業費補助金２，１００万円及び臨時福祉給付金給付事務費補助

金２０７万６千円の追加は、平成２６年４月の消費税引き上げによる影響を緩和するた

めの経済対策として、市町村民税の均等割が非課税の方などに対する給付金と、給付に

伴う事務費に係るものであります。また、介護報酬改定等システム改修補助金９１万２

千円を追加しております。

１０・１１ページ、民生費県補助金に、地域生活支援事業費県補助金２１２万３千円

を追加しております。これは、重度訪問介護の利用促進などに伴うものであります。

農林水産業費県補助金に、担い手確保・経営強化支援事業費補助金６３５万円を追加

しております。これは、意欲ある農業者の経営発展を促進するため、農業機械等の導入

を支援するものであります。

指定寄附金のその他の指定寄附金５０万円の追加は、町内１法人からの寄附金で、寄

附をしていただいた法人の意向により町立図書館の図書購入費として使わせていただく

ものであります。

１２・１３ページ、なお、繰越金の前年度繰越金には、３，５７３万円を追加してお

ります。

次に歳出の主なものは、１４・１５ページ、総務管理費・電子計算費・負担金補助及

び交付金の秋田県町村電算システム共同事業組合負担金に、１１８万３千円を追加して

おります。これは、秋田県町村電算システム共同事業組合が介護保険業務のシステム改

修などを実施するための負担金であります。また、中間サーバー・プラットフォーム利

用負担金１４２万６千円の追加は、中間サーバー・プラットフォームの運用及び調整に

係る経費で、地方公共団体情報システム機構への負担金であります。

企画費のふるさと納税報償費に、９７万９千円を追加しております。これは、ふるさ

と納税制度に伴う寄附金額が当初見込み額を大幅に上回ることから、返礼品に係る経費

を追加したものであります。

１６・１７ページ、社会福祉費・社会福祉総務費に２，３０７万６千円を追加してお

ります。これは、平成２６年４月の消費税引き上げによる影響を緩和するため、市町村
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民税の均等割が非課税の方などに対する臨時福祉給付金事業に係るもので、負担金補助

及び交付金の臨時福祉給付金に２，１００万円を、事務費分として賃金や役務費、委託

料などをそれぞれ追加しております。なお、支給対象者の方へは、一人当たり１万５千

円が給付されることになります。

医療給付費の福祉医療費・県補助分に４０万５千円、１８・１９ページの福祉医療費

・町単独分に１４２万３千円を追加しております。これは、福祉医療費の増加に伴うも

のであります。

障害福祉費・償還金利子及び割引料の国庫支出金に係る償還金２５２万４千円の追加

は、平成２７年度国庫負担金の精算による返還金であります。

老人福祉費の介護保険特別会計繰出金に、４５８万７千円を追加しております。これ

は、介護保険特別会計における介護給付費などの増減に伴うものであります。

児童福祉費・児童措置費・委託料の保育所運営委託料に、２７３万５千円を追加して

おります。これは、入所児童数の増加に伴うもので、八郎潟保育園への委託料でありま

す。

２０・２１ページ、保健衛生費・後期高齢者医療費・負担金補助及び交付金の県後期

高齢者医療広域連合療養給付費負担金に、４７８万６千円を追加しております。これは、

平成２７年度療養給付費などの実績額確定に伴うものであります。

清掃費・し尿処理費の八郎潟町・井川町衛生処理施設組合負担金２１５万８千円の減

額は、同組合が平成２７年度繰越金を平成２８年度予算に計上したことに伴う減額であ

ります。

２２・２３ページ、農業費・農業振興費・負担金補助及び交付金の農地利用集積促進

奨励金に、２２７万９千円を追加しております。これは、認定農業者が八郎潟町及び大

潟村の農地を所有権移転した場合、または５年以上の利用権を設定した場合に、１０ア

ール当たり１万円の奨励金を交付するもので、申請予定者の増加に伴い追加したもので

あります。

担い手農家育成対策費の担い手確保・経営強化支援事業費負担金に、６３５万円を追

加しております。これは、意欲ある農業者の経営発展を促進するため、農業機械等の導

入を支援するもので、１法人に対し町を経由して補助されるものであります。

農地費の基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金に、１，４８０万円を追加

しております。これは、県営八郎潟１期地区基幹水利施設ストックマネジメント事業と

して実施する真坂高架槽の製作と据付、真坂揚水機の製作に伴う負担金で、事業費の１

０％を町が負担するものであります。

土地改良施設管理費・工事請負費の塞ノ神公園トイレ洋式便器取替工事に、６６万８

千円を追加しております。これは、公園内のトイレ３基分を洋式トイレに取り替えるた

めのものであります。また、塞ノ神公園道路舗装工事１１６万７千円の追加は、砂利敷

きの園路について、車椅子利用者の通行を考慮し、幅１．２メートル、延長１２４メー

トルを舗装整備するものであります。

住宅費・住宅管理費・需用費の修繕料に、２２２万２千円を追加しております。これ

は、現在、空き家となっている町営川崎住宅３棟分の修繕料のほか、今後の町営住宅の

修繕を見込み追加したものであります。工事請負費の町営住宅改修工事２６８万６千円

の追加は、町営川崎住宅及び町営まちなか中央住宅の改修工事について、今後の変更契

約を見込んで追加したものであります。

２４・２５ページ、公共下水道費の公共下水道事業特別会計繰出金４６０万円の減額

は、同会計内での財源振替に伴うものであります。

なお、各項目に計上されている人件費については、２８ページの給与費明細書に記載

しております。

以上が一般会計補正予算（第６号）の概要であります。

次に、

議案第５０号 平成２８年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

２９ページ、歳入歳出に、それぞれ１，５０９万２千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を８億１，７４８万９千円としております。

３４・３５ページ、歳入には、国庫補助金・システム開発費等補助金に、制度関係準

備事業費補助金６４万２千円を追加しております。これは、国民健康保険業務のシステ

ム改修に係る補助金であります。

また、前年度繰越金に１，４４５万円を追加しております。

３６・３７ページ、歳出の主なものは、総務管理費・一般管理費の秋田県町村電算シ

ステム共同事業組合負担金に、６４万３千円を追加しております。これは、歳入でもご



- 5 -

説明いたしました国民健康保険業務のシステム改修に伴うものであります。

また、保険給付費に不足が見込まれることから、高額療養費の一般被保険者高額療養

費に１，３５３万４千円、退職被保険者高額療養費に４９万４千円をそれぞれ追加して

おります。

出産育児諸費の出産育児一金４２万円の追加は、出産予定者１名分を見込んだもので

あります。

以上が国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要であります。

議案第５１号 平成２８年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

３９ページ、歳入歳出に、それぞれ９４万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を６，

６８２万８千円としております。

４２・４３ページ、歳入は、後期高齢者医療保険料の特別徴収保険料を１２１万円減

額し、普通徴収保険料を２６９万３千円増額しております。また、一般会計繰入金の保

険基盤安定繰入金を９７万８千円減額し、前年度繰越金を４３万９千円増額しておりま

す。

４４・４５ページ、歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金に５０万５千円を追加し

ております。これは、県後期高齢者医療広域連合への納付金の確定と、今後の保険料を

見込み追加したしたものであります。

また、諸支出金の一般会計繰出金４３万９千円の追加は、平成２７年度の実績に伴う

精算分であります。

以上が後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概要であります。

議案第５２号 平成２８年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

４７ページ、歳入歳出に、それぞれ１２２万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

２億９，９１３万５千円としております。

５２・５３ページ、歳入は、一般会計繰入金を４６０万円減額し、下水道整備事業債

の建設利息償還債に４６０万円を追加しております。また、繰越金の前年度繰越金に１

２２万５千円を追加しております。

５４・５５ページ、歳出の下水道維持管理費の消費税及び地方消費税１２２万５千円

の追加は、平成２７年の消費税確定申告に伴うものであります。

以上が公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要であります。

議案第５３号 平成２８年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

５７ページ、保険事業勘定の歳入歳出に、それぞれ３，６７０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を８億５，６７８万４千円としております。

この度の補正は、給付費の伸びが著しい事から、予算不足が見込まれるため、追加補

正するものであります。

６０・６１ページ、歳入は、国庫負担金の介護給付費負担金に６４８万５千円を、国

庫補助金の調整交付金に２９３万６千円を、支払基金交付金の介護給付費交付金に１，

０２７万６千円を、県負担金の介護給付費負担金に５４４万２千円を、一般会計繰入金

の介護給付費繰入金に４５８万７千円を、６２・６３ページ、繰越金の前年度繰越金に

６９７万４千円をそれぞれ追加しております。

６４・６５ページ、歳出の主なものは、介護サービス等諸費の居宅介護サービス給付

費に６５８万円を、施設介護サービス給付費に８５７万円を、居宅介護サービス計画給

付費に６００万円を、介護予防サービス等諸費の介護予防サービス給付費に２９６万円

を、６６・６７ページ、高額介護サービス費に３００万円を、特定入所者介護サービス

費に８５３万円をそれぞれ追加しております。

以上が介護保険特別会計補正予算（第３号）の概要であります。

よろしくご審議の上、ご可決くださるようお願い申し上げます。

議長 三戸留吉 これより議案に対する質疑を行います。

始めに、日程第５、議案第４２号 八郎潟町町税条例の一部を改正する条例について、

質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４２号についての質疑を終わります。

次に、日程第６、議案第４３号 八郎潟町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について、質疑を行います。質疑ありませんか。
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（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４３号についての質疑を終わります。

次に、日程第７、議案第４４号 八郎潟町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する

条例について、質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４４号についての質疑を終わります。

次に、日程第８、議案第４５号 八郎潟町法定外公共用財産に関する条例の制定につ

いて、質疑を行います。質疑ありませんか。はい、１１番 近藤君

１１番 近藤美喜雄 ４点ばかり聞きたいと思います。読んでも解らないので説明をお願いします。

まず１点目、この法定外公共用財産、これを制定するにあたって、何か法律の関係、

あるいは政令等の関係で基準となるものがあったのかどうか。

２点目は、例えば３条とかどういう風な物が対象になっていくかということあります

けども、３条の４項のところですけども、ここで対象になるもの具体的に羅列しており

ます。この関係で考えようによって、例えば昔池であったとか河川敷であったとか色々

あると思いますけども、そういう風な過去のものも対象になるものか、全くこれからの

新規のものを考えて制定しているものか。

それから３点目、更新の関係あります。許可を得て更新していかなければならないわ

けですけども、３０日前とかありますが、この更新を万が一、よく昔そういうのあった

ように思いますけども、手続きをしない、あるいは相続の関係で曖昧になる、あるいは

また他の町村に移転する、そういう風なことがあったりして曖昧になっていく、こうい

う風な場合はどういう風になるのか。

それからもう４点目、１番最後の所に附則があります。ここでは４月１日から施行す

るということになってますけども、ただし３条、４条あるいは１８条の規定は、公布の

日から施行するという風なことがありますので、これは何か意図するものがあると思い

ますけれども、一緒に施行日からにならない理由、いわゆる４月１日ですから公布はそ

の前にしてると思いますけれども、この間があるわけですけども、その間を敢えてとら

なければならなかった理由、これらについてちょっと今ここでわかればご説明願います。

その他色々ありますけれども、委員会の方でお願いしたいと思います。

議長 三戸留吉 いま４つばかり質問あったようですけども、１つずつ、総務課長。

総務課長 小野良幸 只今のご質問にお答えいたします。

第１点目、制定にあたっての法律的な基準はあるのか、ということですけども、以前

全員協議会の中でお配りいたしました資料にも書いておりましたが、法定外公共用財産

を町に譲渡受けた際に、条例を必ずしも作らなくていいよということでの文書が国から

ございました。しかしながら他の自治体では管理条例をほとんど作っております。

全員協議会の際に条例を策定しなかった理由は、ということでのご質問ございました

けれども、その当時３つの理由から条例を策定しておりませんでした。その内容につい

ては後ろの方に書いてございましたけれども、その事により管理するための根拠となる

ものが、既存の町の普通財産や行政財産を示している町の財務規則なんですけども、そ

れのどの部分を根拠に使用を許可するといったものが、きちんとされておりません。

ということで、ちゃんとした根拠となるものを作成する理由があるということでの今

回の条例となったわけでございます。

ちなみに県の方でも管理条例はございますし、県内調べてみますと、条例ないのが本

町と井川町、大潟村の３町村でございます。

２つ目、対象となる事項が羅列されている、池とか河川敷とかについてでございます

が、過去のものについて対象にしていくのか、それともこれから新しいものだけについ

て対象としていくのかということなんですけども、その法定外公共物につきましては、

現在、機能がちゃんとされている水路、農道でございます。そこについては将来とも、

水路については、雨が降った場合に田畑を守る水路でございます。農道につきましても、

それらを管理するための車両等の運搬に供されるものと思っております。

そこについて手続きがされていないものについて規定していくということでございま

す。前の資料でＱ＆Ａということで出させていただいておりましたが、実際に相当以前

に、だぶん１００年以上も前から使われているところもございます。自分の土地にいく

ために、そういった水路・農道を通らざるを得ないとか、下水管とか実際入っていると
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ころも、多分無数にあると思います。町の方ではそれらを全部一括にして管理把握して

いるわけでもございません。それを今後調べるという行政の費用等をかけるべきものだ

とも思っておりません。昔のものについて、全然問題がないものについては、そのまま

使用していただくということの考えでございます。

それから問題となっているところ、新たに使いたいと思っているところについて、こ

の条例をもとにきちんとした形で進めていきたいと思っております。

３番目、更新手続きのことでございます。相続とか転出した場合、曖昧になってくる

のでは、ということなんですが、町の方で３年ないし５年といった期間を定めて許可を

いたします。町の方にそういった書類が残りますので、異動した場合でも異動先わかり

ますのでそういった手続き、それから相続についても相続を受けた方について同じくや

っていきたいと思っております。

４番目、附則第３条、４条、１８条を施行日からとすることの意図でございますが、

４月１日からの施行できちんとしたものにするために、現在、町が把握している諸問題

の事例に際して、この３条、許可を要する行為、４条、許可申請の手続き、１８条、協

議による境界の確定、これを施行日から進めながら４月１日の施行日にはきちんとした

形で進めたいということがございます。

今後、我々が知らない物件もございますので、その際は関係者等に呼びかけをして、

そういった事例がないかどうか調べたいと思っております。そういった新たに発見でき

た方につきましては、４月１日からの施行、それ以前にわかった場合は、３条、４条、

１８条の但し書きを適用いたしまして調査をし、また境界につきましても、曖昧になっ

ておりますので、それらについて協議を進めていくとの意図がございます。

１１番 近藤美喜雄 ご説明いただきありがとうございました。１番最初の関係に関連してますけども、

１９条に過料があります。これは行政上の義務違反に対する過料になるわけですけども、

その場合の制定、例えば５万円、５倍とかあるわけだけども、その過料についての規制

みたいなものは全くなくて、町が独自にできるものかどうか。

総務課長 小野良幸 制限規定を設けなくても町が独自にできるかということについては、１９条を外し

た場合に記述した、法定外公共用財産の管理ができるかどうかということのご質問でし

ょうか。

１１番 近藤美喜雄 はい、それを町が自由に５万円だ、１０万円だと自由にできるものか、そこら辺の

範囲とかあるものか。

総務課長 小野良幸 以前、お配りした解説版にも書いておりましたけれども、地方自治法１４条第３項

の方に、「普通地方公共団体は、法令に特別な定めがあるものを除くほか、その条例中

に、条例に違反したものに対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘

留、科料若しくは没収の刑又は五百万以下の過料を科する旨の規定を設けることができ

る」ということからきております。

議長 三戸留吉 はい、他に、５番 加藤君

５番 加藤千代美 いま総務課長から説明がありましたけども、既得権が発生するということがあります。

先程話していたけれども、長年所有していれば既得権があって認められる、そういうも

のについてはやらないということであったけれども、これについては、農地法の関係と、

その他の耕地の解釈の関係では違うので、そこをはっきり説明しないと、既に既得権を

主張している人がおるので、その辺をわきまえて説明してほしいと思います。

以上、要望です。

総務課長 小野良幸 既得権ということでございますが、今回条例で対象となる所につきましては、既に

水路・農地として機能している部分について、国から譲渡を受けたものでございます。

なので以前から使っていたので自分のものだよ、ということではなくて、既に機能して

いるものについては、既得権が生じてきません。私が始めに説明したものについては、

下水道とか、もう地下に埋まっていて、町として水路・農道に支障のない部分について

であります。現在の物件の上に、例えば物があったりといった場合は、農道については

車両の運行に支障が出てきます。そういった場合に迷惑をかけないことが第１条件とな

ってきます。民法上におきましても、そういった法定外公共物移譲になったもの、町が

必要だと認めているものでございますので、それについての既得権は発生してきません
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ので、ご了承ください。

議長 三戸留吉 他に、はい、４番 石井君

４番 石井清人 ３７ページの部分なんですけども、従前の普通財産の貸付は、財務規則の中でやって

ますけども、今回、法定外公共物は、この条例を制定して、この条例をもって貸し付け

るということなんで、その意図はわかります。３７ページに敷地の貸付単価出てますが、

この部分は財務規則の普通財産貸付の単価基準とは違うんですね。それで下から３段の

９０円、９０円、８０円の根拠のところが、どうやってできたものか、財務規則の普通

財産の貸付、固定資産の評価の何％という部分とちょっと違うんだけれども、この考え

方出てきた背景をちょっと説明してください。

総務課長 小野良幸 法定外公共用財産につきましては、その分類上、行政財産でもないし普通財産でも

ないという位置付け、公有財産にはなっておりますが、仮に普通財産に分類したといた

しましても、田、畑を守る土地でございます。普通財産だとすると、その土地の例えば

地価等を参考にしながら決まっていくわけでございますが、町内の至る所に農地がござ

います。それをそのまま普通財産に準じてその土地の近傍土地の基準を適用させるとな

ると、同じように農地、米とか畑している土地ですので、非常に色んな土地の価格が出

てくるかと思います。

今回参考にした価格につきましては、秋田県の公共用財産の条例の単価でございます。

ただし先程の工作物のあるものないもの９０円８０円ですが、ここについては県の条例

の額ではなくて大館市の額を参考にしております。

単価につきましては、他の自治体の額を参考にしておりましたが、その上の養魚場、

それから物干し場又は物置場等が８０円９０円になっておりまして、目的に応じて違っ

た単価を適用させるのも如何なものかな、という感じでの大館市の額を採用としており

ます。以上です。

議長 三戸留吉 他にありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４５号についての質疑を終わります。

次に、日程第９、議案第４６号 八郎潟町農業委員会委員定数条例の制定について、

質疑をおこないます。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４６号についての質疑を終わります。

次に、日程第１０、議案第４７号 八郎潟町農業委員会の選挙による委員の定数条例

を廃止する条例について、質疑をおこないます。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４７号についての質疑を終わります。

次に、日程第１１、議案第４８号 八郎潟町農業委員会の選任による委員の議会推薦

委員に関する条例を廃止する条例について、質疑をおこないます。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４８号についての質疑を終わります。

次に、日程第１２、議案第４９号 平成２８年度八郎潟町一般会計補正予算（第６号）

について、質疑をおこないます。質疑ありませんか。はい、１１番 近藤君

１１番 近藤美喜雄 １つだけお願いしたいと思います。２３ページ、農業費、１番上段のところに、農

地利用集積促進奨励金が載ってますけども、このことというよりも、全体的なことです

が、いわゆる流動化の耕作がいま勧められておりますけれども、もしできれば毎年度の

計画そして実績、特に大潟村の関係で増反地分の関係と起耕地の分と、そういう風な表

を、今なければ後で、議会終わるまでに委員会の方に、参考のためにお願いします。

産業課長 加藤貞憲 今の近藤議員の要望ですけども、集積の関係ですけども、何年間分必要ですか。

１１番 近藤美喜雄 ３年分お願いします。
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産業課長 加藤貞憲 はい、わかりました。

議長 三戸留吉 はい、他にありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第４９号についての質疑を終わります。

次に、日程第１３、議案第５０号 平成２８年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について、質疑おこないます。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第５０号についての質疑を終わります。

次に、日程第１４、議案第５１号 平成２８年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について、質疑おこないます。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第５１号についての質疑を終わります。

次に、日程第１５、議案第５２号 平成２８年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）について、質疑おこないます。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第５２号についての質疑を終わります。

次に、日程第１６、議案第５３号 平成２８年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について、質疑おこないます。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。議案第５３号についての質疑を終わります。

次に、日程第１７、請願・陳情についてを上程いたします。お手元に配付しておりま

す請願・陳情は、陳情６件であります。

提出された議案並びに請願・陳情について、皆さまにお配りしました議案等付託表及

び請願・陳情文書表に記載のとおり所管の常任委員会に付託することにご異議ございま

せんか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 ご異議なしと認め、各常任委員会に付託することといたします。事務局長から委員会

室を報告させます。

事務局長 鳴海一元 総務産業常任委員会は第１委員会室でお願いします。

教育民生常任委員会は第２委員会室でよろしくお願いします。

議長 三戸留吉 これより、各常任委員会を開いていただきます。

明日１４日水曜日は、午前１０時より本会議を開きます。

本日の会議は、これをもって散会いたします。

（午前１１時２０分）
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平成２８年八郎潟町議会１２月定例会 会議録

第２日目 平成２８年１２月１４日（水）

議長 三戸留吉 おはようございます。只今の出席議員は１２名であります。定足数に達しております

ので、八郎潟町議会１２月定例会は成立いたしました。

これより、本日の会議を開きます。

答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育長、各課課長、会計管理者でありま

す。

日程第１、これより一般質問に入ります。最初に６番 柳田裕平君の一般質問を行い

ます。

６番 柳田裕平 おはようございます。柳田裕平でございます。私は今回、１項目だけでございます。

八郎潟小中学校のいじめについて、ということで質問をさせていただきます。

なお、いじめについては、この後何名かの方も質問するようでございますので、私は

私の考え方で質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。

私は、いじめは軽微とか多いとか少ないとかではなく、いじめを無くすることが前提

であると考えております。

この１０月に、「小学校いじめ大幅増９７６件」という魁の新聞報道がありました。

文科省の問題行動調査によれば、秋田県内の国公立小学校が２０１５年度に把握したい

じめは、前年度の２倍近い９７６件（４４４件増）、中学校は５１４件（１４８件）に

上がることが分かり、国公立中学校・公私立高校もぞれぞれ増加、小中高全体の千人当

たりの認知件数は８年ぶり、全国平均を上回ったとあります。

その中で、県教育庁義務教育課は「２０１５年度は文科省の指導で軽微な事実も報告

意識が高まり件数が増えたと思われる」ともありました。

具体的な例でありますが、先の１１月でありましたが、考えさせられる「いじめ」に

関する２つの報道がありました。１つは１１月１６日の報道で「ばい菌扱いつらかった」

という見出しの記事でございます。東電福島原発事故で福島市から横浜市に自主避難し

た中学１年生男子が、避難した小学２年の時からいじめに遭っていて、小学６年の時に

書いた手記を公表した内容でございます。

この件は何度も報道されましたので、その内容については皆さんもご承知のことでし

ょう。政府も大変問題であると受け止めて、文科省が横浜市に再発防止を指導したとあ

りました。

もう一つは、１１月２０日の報道で「いじめ根絶の一歩に」という見出しの記事でご

ざいます。中学１年の６月からアプリラインで悪口を言われるなどの嫌がらせを受け、

遺書に「もう耐えられない」と記して８月の始業式の翌日に列車に飛び込んで自殺した、

青森市立中学２年の女生徒に関することでございます。この生徒の生前の姿を捉え、コ

ンテストで黒石市長賞を受賞した写真が１０月１９日黒石市の祭りの会場で展示され、

女生徒の父親は「命を懸けて、いじめを無くして、と訴えた娘の願いを受け取ってほし

い」と話して、再発防止を願い女生徒の実名と写真を公表した内容でした。

この件の経緯は、写真は生徒が亡くなる１０日前に黒石市の祭りで踊りを披露する姿

を撮影して、最高賞である市長賞を贈ることが内定しましたが、市長らが「賞の趣旨に

なじまない」と授与を撤回、市に抗議が殺到し、市長は遺族に謝罪し、撮影者は受賞を

辞退し、市は遺族に賞を授与したというのが経緯です。

私は、横浜市の男子中学生の手記や黒石市の女子中学生の遺書が無にならないように、

本町としても、保護者・学校・教育委員会・行政などの連携を強化して、より一層いじ

め根絶に取り組んでいかなければならないと改めて考えさせられました。そのためには、

まず町民がいじめの実情を知り教育に関心を持つことも必要ではないでしょうか。

ということで、４項目について質問いたします。

１．先程の報告された２０１５年度の県内でのいじめの中で、八郎潟小・中学校での

いじめ件数と、いじめによる不登校者数をできる範囲でお答え願います。また、２０１

６年度の現在までの状況は、比較してどうでしょうか。

２．いじめが判明した場合は、学校と教育委員会はどのように対応することになって

いるのか、またその対応マニュアルがあるのでしょうか、お答え願います。

３．いじめの防止には、学校と家庭での道徳教育の重要性を強調する考えもあります

が、この点で、学校あるいは教育委員会はどのように考えているのでしょうか。

４．質問にあった横浜市のいじめ取材で、両親は事態を１年以上放置した小学校や市
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教委の対応に「すべてが遅い、訴えを聞いてもらえず不信感ばかり募った」と怒りをぶ

つけたとありました。この事例に関しては、学校と教育委員会対応のまずさが問題を大

きくしたように報道されていましたが、お答えできるのであれば教育長の感想をお伺い

いたします。

また本町では、いじめに対して、学校と教育委員会の連携も含めてどのような対策を

考えているのかお答え願います。

以上の４項目です。よろしくお願いいたします。

教育長 江畠廣 おはようございます。柳田議員のご質問にお答えします。

１つ目の小中学校のいじめの件数と推移についてですが、平成２８年３月３１日現在、

つまり２７年度分ですけども、小学校で５件、内容は「冷やかし」、中学校で３件、内

容は「冷やかし」となっております。いじめによる不登校者はおりません。また、２８

年４月以降は、小学校では今のところ報告ありません。中学校で３件となっております。

２７年度からいじめの認知、内容について、文科省からの指示もあり、カウントの仕

方が変わっております。集団の中で人間関係のトラブルから苦痛を感じたり、いやな思

いをしたりするなどの事案もすべてカウントされる内容となっており、新聞報道での集

計結果は以前よりいじめ件数が増えている現状となっております。

２つ目の、いじめ判明後の対応マニュアルについてですが、学校では、校長をキャッ

プにした「いじめ対策委員会」が組織されております。担任教師だけの対応にならない

ように当教育委員会から示してある「事故発生時の救急及び緊急連絡体制」に準じて、

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、学級担任がそれぞれ役割分担し、対

応に当たります。

３つ目の道徳教育についてどのように考えているかについてですが、道徳は３０年度

から教科化されます。善悪の分別などの価値観を養う時間には有効と考えます。ただ、

道徳教育は、教科指導だけではなく、全領域で学ぶべきものであります。特に地域の方

々との触れ合いから、道徳でいう価値観を学ぶ有効な手段と考えており、地域連携に努

めておるところです。

当然、家庭教育も大変重要であります。親の都合で子どもを放任し、しっかりした世

話のできない保護者も存在します。保護者からのご協力も大切であり、学校と家庭での

役割について、保護者にもご理解を願うことが肝要と考えます。

４つ目の本町のいじめ対策についてですが、始めにご質問にある横浜市の事例に関し

ての感想ですが、事案に対する初期対応のまずさが、大きな問題を引き起こしてしまっ

たものと思います。学校の意識の薄さと報告・連絡・相談という委員会との連携も機能

しなかった結果だと思っております。

町のすべての児童生徒が安心して生活できるよう、いじめの未然防止と早期発見、適

切な対処を図るため、平成２６年４月に八郎潟町いじめ防止基本方針、八郎潟小学校い

じめ防止基本方針、八郎潟中学校いじめ防止基本方針を定めております。

それぞれの学校では、基本方針に基づいて、いじめ防止に努めており、すみやかに解

消されておりますが、保護者の対応に課題がある場合などは、保護者面談に教育長も出

席します。

６番 柳田裕平 一つだけ聞き逃したかも知れませんが、マニュアルというのを質問したのですが、有

るのか無いのか。

教育長 江畠廣 マニュアルは、いまお話ししたように、いじめ調査というのは年何回か行われます。

それに基づいて、いま言ったように、いじめ対策委員会がありますので、それぞれの役

割を分担して、子どもの指導と課外の指導、両方行います。その結果、保護者の方にも

関わりがある場合は、保護者の方へのお願い等々あります。ただ学校として対応しきれ

ない部分あります。そういう時には私どもも関わって、そういうマニュアルがあります。

マニュアルそのものは、いじめ防止対策基本方針の中に全て網羅されております。その

ようにして進めて行くという基本方針があります。付け加えていうならば、重大な事故

発生になった場合には、第三者委員会をすぐ開いて調査にあたるということは、総合協

議会の中でも確認しております。

６番 柳田裕平 本町においては、今まで重大ないじめは無かったように認識しておりますが、今後の

可能性については私は否定できないと思います。そこでプライバシーの保護にも配慮し

た上での条件付きですが、いじめを受けている子どもが、１番身近にいる家族、友人、

学校にすぐ相談できる、あるいは周囲で子どもの変化を感じ取ったら、早急な連携体制
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をとるなど、家庭と友人と学校と教育委員会のチームワークで、子どもを守る体制づく

りも必要ではないかなと私は考えております。

そこで先程の答弁について、ちょっと質問をさせていただきますが、マニュアルとま

ではいかないけれども、そういう体制はできていると伺いましたが、恐らく先生方の対

応能力というのは個人差があると思うので、もう少ししっかりした体制のマニュアルと

私はいうのですが、そういうものがあってもいいんじゃないかなというふうに感じます。

それから学校と教育委員会だけのそういう取り組み体制ではなくて、できれば保護者、

学校、教育委員会、あるいは警察、町民とか、共有する総合マニュアルとか考えたらど

うかと思っております。その点、ちょっとお考えを。

それから２つ目、道徳教育については、石井浩郎さんが前に言っておったんですが、

「小中学校では学力が最終目的ではないので、社会で活躍できる、変化にも対応できる

人材を作ることが最終目的であります」と言っておりました。私も同感でございます。

社会で活躍できる、変化にも対応できる人材育成については、教育長はどのように考え

ているのかその２点ちょっとお話しいただきたいと思います。

教育長 江畠廣 始めの総合的なマニュアルというものなんですけども、今のところ本町の小中学校で

は、私からみて学校の対応というのは非常に上手くいってると思います。教師に個人差

があるという伺いですけども、確かに個人差はあると思います。ですので個人対応にな

っておりません。全て組織であたるということで、一人で抱え込まないことです。周り

の子どもさんからの情報を聞くとか、そういうのが、いじめ調査に全て含まれておりま

す。個人のいじめを受けたかどうかと、見たか、感じたか、周りの子どもさんですね、

そういうものの情報全て入りました。ですので手分けをして、それぞれから、加害の子

どもさん、被害を受けた子どもさん、実際に見た子どもさん、全てについて先生方が役

割分担して情報を収集して、その結果指導する部分と、ある程度の強いものであれば、

保護者を交えてとか、そこは上手く現在の所機能しております。

先程申し上げましたように、それは飛び越えてですね、重大なものがあった場合には、

違う組織で町としてあたるというかたちをとってます。

それから道徳教育についても、社会的な活躍できる人材ということですが、基本的な

私の考えは、総合計画の中でも話ししましたが、郷土愛ということで、ふるさと教育、

併せて中学校の方でキャリア教育をいうことで町の伝統文化をしっかり教え、よく分か

り体験すること、それから地域の方々と一生懸命交わって色んな知識を得る、これが基

本であります。

アクティブラーニングといいますけども、そういうものに自分から進んで取り組んで

いくという姿、これがつまりは今の成長してからの社会進出といいますか、グローバル

なところもありますけど、そういう風なものに繋がって行くだろうと思ってます。

ですので全体的には中学校３年の段階で、まず自分自身これで行こうと、何でもでき

るように取り組む、そこを目指しておりまして、地域の方々の助けを借りながら自分を

高めていく、そういう形で子どもたちには成長をうながせるようなことを、小中学校の

校長先生にはお願いしております。

６番 柳田裕平 このいじめに関しては、軽微ないじめから重大ないじめに、ということが結構多いよ

うでございますので、この点も踏まえて町として、今後いじめ絶滅に向けて一生懸命取

り組んでいただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。

どうもありがとうございました。

議長 三戸留吉 これにて、６番 柳田裕平君の一般質問を終わります。

次に、９番 菊地文人君の一般質問を行います。

９番 菊地文人 ９番 菊地文人でございます。議長より発言の許可を得ましたので、一般質問をさせ

ていただきます。今回は、表題が４つになっておりますし、一問一答の方式で質問をさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。

それではまず始めに、表題の１つ目でありますけれども、地域通貨券等の活用につい

て、ということで質問をさせていただきます。

昨日の行政報告の中にも少しありましたけれども、シニア活躍支援組織設立準備室で

は、商工会や商店街振興会などを通して、一日市商店街空き店舗活用の意見交換会を数

回開催しております。その中で商店街の再生を重視する理由として、生活利便性の確保

と買い物弱者対策が挙げられ、行政と連携しながら魅力的な商店街を創っていくという

中に、地域通貨券等の活用による地元事業者への誘導という文言がありました。以前に
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も、ちょうど１年前１２月の定例会の一般質問の中で地域通貨券の導入を勧めた経緯が

ありますので、もう一度お尋ねいたします。

まず地域通貨とは、ある特定の地域や団体が、円に代わる通貨として独自に発行し流

通させているものであります。地域通貨の明確な定義はありませんが、法定通貨でもあ

りません。近年、ＷＡＯＮまたＳｕｉｃａなどといった電子マネーがあると思いますが、

これらは利用できる地域が幅広いため、地域通貨には該当しないということです。

日本には、６００を超える地域通貨が存在すると言われていますが、その目的や運営

形態は様々であります。大きく分けると２つになり、１つは商店街活性化などの地域経

済活性化です。もう１つは、街の清掃活動や介護支援など、特定の地域やコミュニティ

における非経済的な活動の活性化となります。ただし両方の目的がある地域通貨も多く

存在しております。また獲得方法も種類があり、現金での購入の他、ボランティア活動

やエコ活動などの行為の対価として入手できるものなどもあります。

また同様に、使用方法としては、特定の事業者の商品購入やサービス利用に際して、

その代金への充当や対価として使用できます。

メリットとしては、地元に住む方々の消費が地域外に流出しにくくなる点があります

が、デメリットとしてはその逆で、地域以外から消費者を呼び込みにくくなることが指

摘されています。

このような事を踏まえ、町が思い描く地域通貨券の活用とはどのようなお考えがある

のかお尋ねいたします。

町長 畠山菊夫 菊地議員のご質問に、お答えいたします。

地域通貨券については、現在、シニア活躍支援組織設立準備委員会で検討している案

件であります。ＮＰＯを設立し、運営段階でのボランティアへの報酬について通貨券で

の対応を考えております。このことにつきましては、メッリトは有り、デメリットは現

在の消費動向から推し量るならば少ないと考えられます。受け取る方により、現金との

選択は必要と思いますが、一歩でも前進し「まちづくり」の参画に、意欲のわく仕組み

が出来るようにしたいと考えております。

また、昨年の１２月議会で、議員から介護保険での地域通貨の導入についての質問を

受けておりました。介護支援における軽介護や家事援助などの在宅福祉サービスに対す

る謝礼金としての活用も考えられ、総合事業の取り組みの中で検討したい、と答弁して

おりましたが、現段階での導入は困難と考えております。

原則的には、報酬や賃金等の労働の対価としての地域通貨の活用は難しいものがあり

ますが、ボランティアや一時的な土地借用などの謝礼的な支出においての地域通貨の活

用について、検討して参りたいと思います。

魅力があり、将来性がある新しい事業を進める際には、我々行政だけでなく、住民の

意欲や活動といった協力が必要であります。「地域通貨」を使ってどのような地域作り

を目指すのか、様々なアイディアを得ながら、どのようにして地域住民の総意としての

事業を進めるのかが、今後の課題と考えています。

９番 菊地文人 ご答弁ありがとうございました。昨年ちょうど質問した中で、介護予防の支援総合事

業、２９年度、来年度から始まるということで、その中で作業に向けて取り掛かるとい

う答弁が先程ありましたけれども、もう一度確認しますけれども、それは今回の地域通

貨のものに関してと、先程の介護予防の関係のものは、丸っきり別に考えるということ

でよろしいですか。

町長 畠山菊夫 答弁でも申しましたけれども、いま現在では困難だということでございます。

９番 菊地文人 困難ということですので、今後もしかしたら可能性があるということも視野に入れな

がら考えてもらえれば、という風に思ってます。

もう１つですけども、八郎潟町の商店会、ハッピーカード会があります。そちらと、

いま準備室で取り掛かろうとしている地域通貨との関連性はどのようになっているでし

ょうか。

町長 畠山菊夫 今のところ、そういう勉強はしておりませんけれども、いずれ商工業者の整備に繋が

ることから、ＮＰＯを設立した段階で、そういうことも視野に入れながら考えていきた

いなと思います。

９番 菊地文人 お隣の五城目町さん、Go っくんカード使用されておりますが、その辺の関連も難し
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い対応を迫られるところでもあると思うんですが、ちらっとお隣の方で、その Go っく
んカードと地域通貨みたいなものと組み合わせるような考えがあると、ちょっと伺いま

したので、そちらの方も確認してもらえればと思います。

いずれにしろ商工会は一緒になってますけども、町村は一緒になっていない非常にや

やこしい関係になってますので、作業の方も確認しながらになりますけども、よろしく

お願いしたいと思います。

昨年度はプレミアム商品券ということで、国からの消費喚起ということで、予算がお

りていたようですけども、プレミアム商品券と、この通貨は違うものだと認識しており

ます。プレミアム商品券の場合は色々と印刷代やら保管する場所であるとか、様々な経

費が負担増になる可能性があるのかなと思ってます。

それに対して地域通貨は、一度印刷すれば、ボランティアの方とか商店の方と使い回

しといえば変な話ですけども、そういった形でやっていけると思いますので、地域通貨

の方が十分メリットが多いのではと思ってます。

ちなみに、昔、商工会青年部の部長をやらせていただいた時に、ちょうど４０周年の

事業、記念式典とかありまして、その時は商店会の皆さんにお願いして、夜にナイトバ

ザールという形で１０時くらいまで店を開けていただいた経緯があります。その日いち

日だけでしたけれども。その中で地域通貨ということで、発表させていただいた経緯が

あります。今から２０年くらい前の話ですけども、そういった想いもありますので、よ

うやく日の目があたるのかなと思ってまして、この地域通貨について質問をさせていた

だいたところです。

昨日の行政報告の中にもありましたけども、NPO の方「Hachi LAB」という名前も
決まりまして、いまこれから、商店街活性化に向けての期待をしている一人であります

ので、どうかよろしくお願いしたいと思います。

それでは表題２つ目の質問に入らせていただきたいと思います。

運転免許自主返納について

高齢ドライバーによる事故が後を絶ちません。国や自治体は、運転免許の自主返納を

促す取り組みを進めていますが、対策の強化を求める声は日に日に強くなっているそう

です。

今や７５歳以上の世代が人口の１割以上を占め、その数は１，６００万人をはるかに

上回り、平均寿命は男女とも８０歳を超えております。連日のようにマスコミから流れ

るニュースでは、高齢ドライバーの交通事故が発生するのも確率的に超高齢化社会だか

らと言われればその通りですが、時代のひとつの大きな現象であろうかと思います。

また近年、原付以上の運転者による交通事故件数は減少し続けているものの、６５歳

以上の高齢ドライバーが全体に占める割合は増加し続けているので、事故防止に向けた

取り組みを急ぐ必要があります。

警察庁は、運転に不安を覚える高齢者に、運転免許証の返納を促していますが、２０

１５年末現在、運転免許証を保有している６５歳以上は、約１，７１０万人に上るのに

対し、同年に自主返納した６５歳以上は、約２７万人に留まっているそうです。

主な理由は、生活の足を失う事への懸念などが影響したとみられます。高齢ドライバ

ーが自主返納しやすい環境整備が求められているので、事故を減らそうとバスやタクシ

ーの割引特典などを付け返納するように促す自治体が増えています。解決すべき課題は

多くありますが、本町でも「事故をおこしてからでは遅い」ということを念頭におきな

がら対策を講じるべきではないかと思いますが、町当局はどのようなお考えがあるのか

お伺いいたします。

町長 畠山菊夫 高齢者ドライバーによる死亡事故は、報道機関が伝えているように県内外で増加傾向

にあります。年齢を重ねる毎に瞬時の判断力などが衰え、重大事故を引き起こす恐れが

高まります。７５歳以上の運転免許保有者は、全国的に見ますと、約４７８万人に上り、

昨年度比約３０万人増えております。

現在、運転に自信が無くなった人に、運転免許証の自主返納を呼びかけておりますが、

昨年の７５歳以上の自主返納は約１２万人で全体の４３．４％で、１０年前と比較する

と約１５倍となっております。このことから、高齢者層自身にも自主返納への理解が深

まってきているものと思います。

しかし、公共交通が発達していない地域では、買い物や通院など「生活の足」が奪わ

れることから、孤立させかねない状況であります。

秋田県警では、自主返納に向けた支援策を展開しています。県内全てのタクシー利用

料金の１０％割引や、「運転免許証自主返納高齢者支援サービス店」への加盟を事業所

等へ呼びかけています。
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本町にあっても、平成２８年７月現在、３８の事業所や商店が支援サービス店に加盟

しており、料金割引やポイントサービスを実施しております。まずは、これら支援制度

の内容を町民の皆さまに周知するところから始めて参ります。

また、本町においても、昨年度から五城目バスターミナルまで延伸した「デマンド型

乗合タクシー」や、「シニア活躍支援組織設立準備委員会」で準備調整中であります「商

店街の活性化」や「買い物弱者支援」に向けた取り組み、さらに南秋３町村の広域交通

網の再編への取り組みが、日常的な買い物支援や生活支援につながると思いますので、

さらなる支援制度の拡大について検討を続けて参ります。

９番 菊地文人 答弁ありがとうございました。この質問も、たまたま１年前の１２月定例会で出して

まして、やはりこういう風に新聞等々でまた出てきたということで、また質問させてい

ただいています。前回の答弁の時は、タクシーの路線の延長という風なもの、そして将

来は広域で運行できるマイタウンバスについても助成制度含めて検討するという風な答

弁でございます。いま五城目の方に延伸していくということですけども、もう少し停ま

れる場所を細かくするとかは、考えてないでしょうか。

町長 畠山菊夫 デマンド乗合タクシーの延伸の質問だと思いますけども、できるとすればどこなのか、

ということですけども、買い物支援としましては、例えばジャスコとかアマノとかもあ

ります。ただ、それが商店街の皆さんのことも考えますと、なかなか今の段階ではでき

ない状態でございます。

９番 菊地文人 NPO の準備室の絡みもあると思いますので、商店街の方は商店街に停車してもらわ
なければいけないのかなという風に思ってます。そのマイタウンバスがまだ先の話にな

ると思いますので、やはり今あるデマンド型のシステムを、もう少し上手く活用しなけ

れば、なかなか生活の足を奪われる方々は返納に向けて難しいところも、あるのではな

いかなと思いますので、デマンド型タクシーをもう少し考えなければいけないんじゃな

いかと思っています。

それでまた、昨日の行政報告の中にもありました、地域公共交通対策研究会も含めた、

将来に向けた交通体系の見直しもこれから重要になってくるのではないかなと思ってま

す。新聞・テレビ等で１番懸念されているのは、私自身懸念してるのは、子どもたちが

通学の時間帯に事故に遭うというのが１番痛ましいのかなと思っておりますので、対策

として例えば一時的に学校内を少し進入禁止にするとか、そういった対策も考えていか

なければいけないのかなと思ってますけども、そこら辺の考え方はどうでしょうか。

町長 畠山菊夫 学校の玄関から入ることは、ドライバーはないわけですけども、町の方でも小学校の

通りはゾーン３０ということで取り組んでおりますけれども、高齢者の免許証返納に関

しては、今の地域を考えますと、例えば、買い物・レジャー・観光、お年寄りの皆さん

非常に車使っている現状でございます。生活必需品だと思っております。

全国の自治体では、公共の交通で利便性に取り組んでおりますけれども、１番の事故の

例をみますと、高齢者の健康管理も大切なのかなと思っています。ですからお年寄りの

健康管理、これをもっと町の方でも勧めていかなければなと思っております。

返納してくれれば１番良い話なんですけれども、強制もできない話ですので、その辺

も考えていきたいと思います。

９番 菊地文人 先程の通学路の話、お年寄りに限ったことでないんですけども、一応懸念としてある

ということでお話ししました。今後様々な角度から色んな取り組みをしなければ、なか

なか返納は難しいのかなと思います。

デマンド型の交通システムについては、うちの町は地方の小さな町ですので、非常に

取り組みやすいのかなと思ってますので、どうかご検討よろしくお願いしたいと思いま

す。

それでは、表題の３つ目の質問をさせていただきます。

図書館宅配貸し出しサービスを、ということで質問いたします。

近年、要介護状態などで図書館に来館することが困難な人などを対象に、図書館にあ

る書籍類を宅配で貸し出すサービスが全国の各自治体で広がってきております。

事例をあげれば、東京都小平市の場合、市内在住の６５歳以上の高齢者で要介護３以

上の認定者が対象となっております。１回の貸出数は図書など１０冊まで。利用するに

は登録が必要となりますが、ヘルパーの人などが代わりに必要書類を持参すれば登録は

可能とのことで、証明書の確認を行って完了となります。
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利用方法は電話やインターネットなどで行い、宅配日は原則毎月第２木曜日で、貸出

期限は１ヶ月と長期間にわたっています。配達は各図書館に配置されたボランティアや

市の職員が行っているそうです。

また、東京都調布市では、ハンディキャップサービスの一環として、宅配貸出サービ

スを２００１年４月からスタートしております。対象者は、高齢者や要介護状態の人の

他、出産前後やケガなどで一定期間来館できない人、市内の病院に長期入院中の人など

も対象となっています。

それから大分県では、絵本や育児書などの宅配貸出サービスが２００７年から始まっ

ているそうです。

そして、神奈川県茅ヶ崎市では、市立図書館が地元のケーブルテレビと提携して、高

齢者や障害者の人を対象としたサービスを昨年から開始しているとのことでした。

東京都小平市の話ですと、利用者数はまだまだ少ないが、じわりじわりと登録者数が

増えてきているそうで、来館が難しくなった方々からは、図書館に行かなくても自宅で

本を楽しめてうれしいと好評を得ているそうです。

本町の図書館にも、貸出サービスがあれば利用できる方々がたくさんいると思います

が、町当局ではどのような考えがあるかお尋ねいたします。

町長 畠山菊夫 本町におきましては、病気等で来館できない方のために、本人の委任状を持参したう

えで「図書館利用者カード」を作成し、本人以外の方への貸出についても対応しており、

これまでに、４名の方の利用実績があります。

議員提唱の「図書館への来館が困難な方への宅配サービス」につきましては、県内に

おける導入状況は、小坂町、湯沢市、能代市の３図書館で実施しております。

各図書館の利用状況は、湯沢市、能代市で各３名の登録。小坂町に至っては、登録者

は今のところいないとのことでありました。

このようなことからも、本町におきましては、先に申し上げました代理人による貸出

サービスをＰＲし、来館できない方への利用促進に努めるとともに、病院や福祉施設な

どへの「移動図書館サービス」の検討も考えて参ります。

９番 菊地文人 ご答弁ありがとうございました。４名の方が利用しているということでしたけれども、

本来であれば図書館に来て、なるべく自宅から出て、はちパルにきていただいた方が良

いと思いますけども、先程話し出た、入院していた人とか、ケガで行けない人とか、妊

婦さんとか、そういった人たちのために少しずつ浸透している状態だと思います。本の

他に CD やカセットも貸してくれる図書館もあるということで、少しづつですが増えて
いる状況だと思ってます。移動に関しては、市の担当者とかやらなければいけないので、

なかなか一概にはサービスとしていけないと思いますけども、図書館の利用促進のため

にこういったサービスがあるということで伺ったわけでございます。

これから移動図書館ということで検討していただくということですので、是非検討し

てもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

図書館の関係の質問は、これで５回目くらいになっておりますけれども、自分の中で

図書館シリーズと呼んでおります。平成２７年３月にライブラリーオブザイヤーという

こと、そして平成２７年１２月大活字本の普及、平成２８年３月雑誌スポンサー制度と

書籍消毒器のこと、平成２８年６月読書通帳の導入ということで、５回目ということに

なります。まだまだ図書館に関しては、日本全国各地いろんなサービスを行っている図

書館があると思いますので、調べましてまた質問できる機会があれば質問していきたい

と思いますのでどうかよろしくお願いします。

それでは表題４つ目の質問をさせていただきたいと思います。

ジュニア救命士講習の開催を、ということで質問をいたします。

この講習事業は、心肺蘇生法の技術などを学びながら、命の大切さへの関心を高めて

もらうのが狙いで、秋田県大館市で小学生を対象とした「ジュニア救命士」を育てる取

り組みが始まり、注目を集めているようです。

具体的には、消防署と教育委員会が連携して講習会を開催し、救命士が講師となり、

心臓マッサージの方法や AED の使い方などを教えます。そして、講習を終えた児童に
は、「ジュニア救命士」と記された名刺サイズの認定証が発行される事業でもあります。

小学生児童に「命の教育」も必要不可欠と思いますが、町当局ではどのようなお考え

があるのかお伺いいたします。

教育長 江畠廣 菊地議員のご質問にお答えします。

小中学校では、保健学習の単元に救急処置という項目があります。授業では、主にけ
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がや骨折等への対処の仕方なのですが、人工呼吸法、心臓マッサージの方法なども学び

ます。消防署員の方にゲストティーチャーとしてきていただいたり、ビデオ学習をした

りするなど、学習の仕方をいろいろと工夫をすることにより、子どもたちに興味関心を

もたせて進めることが肝要であり、教師も楽しく学ばせることと、実践したことがどの

ように身についていったかを検証しながら進めていると思います。

最近、ボールが胸部に当たって心臓が止まるなどの事故が発生し、ＡＥＤが大変有効

であることが広く知られております。小学校高学年ころから何回かの講習を継続し、技

術を磨いていくことも大切と考えます。小中学校で授業の中や授業以外の時間で「救命

士講習」を実施できるかについては、学校の意見も聞きながら、今後対処していきたい

と思います。

９番 菊地文人 ご答弁ありがとうございました。色々調べていくと、世界的に幼小の頃からそういっ

た救命の講習を受けている自治体があるということで、びっくりしているんですけども、

救急救命の対象は、小学生というよりは私たち大人の方が多いわけですけども、アメリ

カのワシントン州シアトルは、世界一の救命都市と言われているそうです。救命率が３

０％以上ということで、人口６０万人くらいの約半数３０万人ほどが救命講習の受講者

ということらしいです。やはり小学生の頃から救命率に繋げるということで、早い段階

から講習を受けさせてるようです。

因みに日本は、救命率はわずか５％未満でして、非常に低い数字となってます。バイ

スタンダーという言葉があるんですけども、急に具合が悪くなって倒れた場合、その場

に居合わせた人が心肺蘇生法を実施した率ということで、非常にすばらしい都市だなと

感心をしております。

先日、小学校の４０周年の発表会がありましたけども、その中で防災教育に向けた取

り組みもされておりました。東日本大震災のあと、そういった減災とか防災教育に関し

ては非常に感心も高まっていると思ってますけども、この心肺蘇生法を学ぶということ

は命に関係する非常に大事な教育かなと思いましたので、こういった質問をさせていた

だきました。

最近、歴代の会長さんがみえると、消防署に勤務されている方が多かったものですか

ら、何か PTAと連携して、子どもたちの命の問題に関係するものがあればなと思って、
そういった意味もありまして、こういった質問をさせていただきましたので、よろしく

ご検討の程お願いしたいと思います。

これで私からの一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

議長 三戸留吉 これにて、９番 菊地文人君の一般質問を終わります。

次に、５番 加藤千代美君の一般質問を行います。

５番 加藤千代美 ５番 加藤です。私からは大きな点で１点であります。TPPについてであります。
今任期、最後の質問になりますが、私がこの任期中に一番気になったことは、自由主

義経済におけるグローバル化という言葉と、その実態であります。自由主義経済におい

ては、弱肉強食という話は誰でも知っている話であるが、弱い者が更にいじめられると

いうことは、理解されていないと考えています。それが TPP 環太平洋経済連携協定で
あるような感じがいたします。

TPPを結ぼうとしている国は現在１２カ国、仮にこの１２カ国間で協定を結んだ時に
は、１２カ国では関税が無くなり、自由に物が売買されることが可能になり、経済の買

いが大きくなるというのが、今まで政府が言ってきたことでありました。その事により

国民所得が増え、経済が豊かになるということでありました。

しかし、アメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利すると、世の中が何か変わったよう

な気がします。トランプ氏は、グローバル経済よりも自分の国を守るという保護主義経

済を目指していたからであります。ちなみにヨーロッパの国々もこれに同調するかのよ

うに保護主義を目指す色彩が非常に強くなってきております。

その一つが、EU から離脱する等の意見が多くなってきたからのように見受けられま
す。EU からの離脱を叫んでいる国は、難民を受け入れないという観点で離脱を叫んで
いるが、その理由をみると自分たちの経済圏が犯されるという観点であります。しかし

日本では、本国会で TPP を結ぶ方向で事が進んでいます。これに対応するべく方向性
も、国から大筋で示されていると思うが、我が町では TPP にどのように対応するのか
検討されたのか、また町民にどのタイミングで説明していくのか、特に町の基幹産業で

ある農業分野においては何を重点的に考えているのか、TPPの法案が施行された時には、
何が町の経済活動に影響を与えるのか、検討しているのかいないのか、お伺いしたいと
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思います。

既に、ある町では、海外に輸出すべきものについて研究しているところもあるやに聞

いております。TPPの基本姿勢は、経済のグローバル化だと私はみています。だとすれ
ば、町長はかねてより私に答弁いたしておる、農地集約農業は成り立たないのではない

でしょうか。なぜかというと、広大な面積を持つアメリカ、オーストラリアなどにコス

ト面でかなわないと考えるからであります。

大潟村の第３次入植者の坂本進一郎さんがある対談で、TPPに参加すれば外国産の輸
入米増は必須になると言っておられます。この言葉を裏付けるかのように、元農林水産

省職員を経て国会議員になられた舟山康江議員は、土地利用型の穀物生産に関しては、

どう考えても外国との様々な条件の違いの中で、競争力でどうという話はないと言って

おられます。いわゆる日本農業の農地集約型、土地利用型では、外国に太刀打ちできな

いと考えているからであります。私はかねてより集落営農を目指すべきではないかと提

言してきました。今まさに労働集約農業を目指し、土地面積あたりの労働比の比重の高

い農業を比較的高い品質を保つために競争力を強化する、このことが TPP に参加した
のちの町の産業のある姿ではないでしょうか。

また TPP は、人の移動についても大きなうねりとなる可能性があります。我が町は
平成３７年には５，３４９人という推計をたてています。この人口減少が進む中で、今

こそ優秀な人材を確保するためにも、定住・移住について隣の五城目町のように、島根

県の海士町に２０１０年に移住し、存廃が議論されていた島唯一の高校の魅力を高め、

町外からの生徒を集めようという町のプロジェクトに興味を抱き、町が高校と連携して

立ち上げた公立塾スタッフとして参加、高校は生徒の半数が島外から集まるようになっ

た。教育は人材育成が地域の活性化にどのように重要か実感したと語る、秋元悠史さん

が町に移住することになりました。ことが起きてから対応するのではなく、事前に情報

を把握し早く優秀な人材を国内から I ターン U ターンの形で定住・移住の促進を図っ
てはどうでしょうか。

経済のグローバル化を考えて、我が国では自由に、平成２０年から減反に参加するこ

となく米作りができると聞いておりますがどうでしょうか。また、平成２０年から今ま

で１０アールあたり７，５００円の補助金が交付されていたが、無くなると聞いており

ます。無くなった時に町では恐らく所得減になるであろう農家に対して、どのような営

農指導を行っていくのか。更に２０３０年からは、畑作に対しても補助金がなくなると

伺っています。これについてはどうでしょう。

以上について、お伺いします。

議長 三戸留吉 加藤議員、一問一答で通告してるわけですが、いま項目４つ全部質問したんですが、

一括して答弁していいですか。

５番 加藤千代美 はい、いいですよ。

町長 畠山菊夫 一括して答弁を行いますけども、最後のご質問でございますけれども、２０３０年な

んでしょうか、平成３０年度なんでしょうか。はっきりしてください。

５番 加藤千代美 ２０３０年度から全ての補助金がなくなるということを伺ってます。

町長 畠山菊夫 ２０３０年度で減反政策がなくなるということなんですか。

５番 加藤千代美 ２０３０年からは全ての補助金がなくなるけれども、２０１８年からは７，５００円

の補助金がなくなる。米に対する補助金がなくなる。これ２つです。

町長 畠山菊夫 お答えいたします。１つ目の質問は、八郎潟町産業は、どんな影響を受けるのか、と

いうだけの質問でございます。本町産業への影響については、現時点では判らない状況

です。農業分野での秋田県の対策大綱では、米については備蓄米の運営方法の見直しに

より、影響は無いとしていますが、安い輸入米が出回った場合に米価の下落が考えられ

るとして居ります。

野菜果樹については、現状に於いて関税率が低いことから影響は少ないとしています

が、関税の撤廃が成された場合に価格の下落が懸念されており、影響は大きいと考えら

れます。

２つ目の質問は、農地集約型農業と労働集約型農業とだけの質問でございます。

米・大豆・麦といった、栽培に関する作業が農業機械で行われ、収益を出すためには
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広い農地を必要とする土地利用型農業が、県内では主な経営体型でした。

労働集約型農業は、狭い農地を有効に活用し、高収益な野菜や果樹を栽培するため、

設備や肥料、機械化できない部分に要する労働力が必要な農業です。営農に関しては、

経営面積や資機材、労働力など、各農業者により違いがありますが、土地利用型と労働

集約型の組み合わせにより、周年営農できる体制が望ましいと考えております。

次に、定住・移住についてだけのご質問でございますけれども、定年後に移住し農業

を行い、限界集落等に活力を与えている方や、若い世代の方が野菜や果樹栽培などを行

い未来農業について語る、テレビ番組を見る機会があります。

農業の発展において、担い手対策は大きな課題です。新規就農者対策は、ＴＰＰのみ

ならず、日本農業の未来のためにも必要であり、町づくり計画に於いても移住者を取り

込め、定住に繋がる施策を実施する予定であります。

４番目のご質問は、２０３０年度から減反廃止でいいんですね。

５番 加藤千代美 いや違います。２０３０年から全ての補助金がなくなる、減反も勿論なくなってるけ

れども。

町長 畠山菊夫 質問書には、２０３０年度から減反廃止と書かれてます。

５番 加藤千代美 それは議会事務局から問い合わせがあって、２０１８年です。

町長 畠山菊夫 じゃあ、そうじゃないですね。はい、わかりました。お答えします。

５番 加藤千代美 ちょっと待ってください。２０１８年から減反がなくなるというのはでてます。２０

３０年からは全ての補助金がなくなります。

町長 畠山菊夫 そういう質問は出されていませんので、それが本当かどうかわかりませんので、それ

についてはお答えはできません。

平成３０年度からの減反廃止についてでいいですね。

５番 加藤千代美 私、２０３０年と書いた時にその言葉が間違っていたので、事務局から問い合わせが

ありました。それについては平成３０年から減反がなくなる。それから私が聞いている

のは、その他に西暦２０３０年からは畑作に対しても補助金がなくなる、この点。

町長 畠山菊夫 その数字が本当かどうかわかりませんので、それについては私はお答えできません。

あとで調べて次の質問にしてください。

米の生産数量目標については、平成３０年産米より国は提示せず、秋田県では県産米

の需要動向や対応策について、需要に応じた米生産に係る専門部会を開催し検討して居

ります。

農業者や集荷業者が需要の動向を見定め、それぞれの販売戦略に基づき生産量を判断

できることになりますが、米余りによる米価の下落を招くことの無いようにしなければ

成りません。

国は、生産数量目標配分・米の直接支払交付金を廃止しますが、水田活用の直接支払

交付金、転作作物に対する補助金事業は継続されますので、減反いわゆる転作が廃止さ

れる事では有りません。

今後も、農業者にわかりやすい情報を提供したいと考えております。

付け加えますけども、いま既にウルグアイラウンドでは、年間７０万トン以上が輸入

されております。うち主食用米が１０万トンであります。TPPによりこれが最大１７万
８千トンまで増えるとされております。これはアメリカとオーストラリアが加わった場

合でございます。

１０アールあたり７，５００円の主食米への交付金が２０１８年産米から廃止されま

す。国は１０アールあたり最大、今の段階で１０５千円の手厚い交付金を支給し飼料用

米への転作を促すと言ってます。確かに減反見直しの影響を見据えての措置ではありま

すけれども、これが本当に実現出来るかどうかは分かりません。そういうことでござい

ます。

５番 加藤千代美 ２番目の質問の中で、周年営農の話をいたしました。農地集約型農業と土地集約農業

というのは、これは労働のバランスが問題なんですけれども、今までは農地を集約して

いくという観点で主な答弁がなされてきております。周年営農をしていくためには、ど
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のような組み合わせを行っていくのか、面積がどのくらい適当なものとなっているのか、

それは検討しているのかいないのか、お答え願いたいと思います。

産業課長 加藤貞憲 今のご質問にお答えしたいと思います。町では経営安定対策等の検討もありますし、

農地の利用について水稲、それから大豆、野菜等についての組み合わせについても考え

ております。

今回、町長が答弁いたしました組み合わせについてですけども、その方々によっては

農地の面積も違いますし、例えば関東の方であれば、３反歩ほどの面積であっても年間

を通して野菜を栽培いたしまして、本町の平均的な所得よりも高額な所得をあげている

方々もいらっしゃいます。そのような部分もございますが、本町は冬期間非常に低温な

わけで、ハウス栽培におきましても寒冷地であるため二重三重のビニールの覆いが必要

でありますし、暖房等が必要な部分もございます。この件に関しては、国・県の補助制

度もございますので、それも利用していただければと考えております。

いずれにいたしましても、野菜栽培をする場合には、米・大豆などと違いまして、労

働力がかなり必要となりますので、その分について、農家の皆さまには、面積的に無理

をなさらない程度から始めていただきたいと考えております。以上です。

５番 加藤千代美 言ってることはわかるんですが、農地集約周年営農やった場合に、あなたが言ったよ

うに、労働の分配が非常に難しい。しかしこれを考えていく場合には、農家所得をどれ

くらいにするかといった設定目標がないと、今言った答弁がなってこないと思うんです

よ。確かに関西・関東においては、３反歩の面積の中で１千万もあげてる農家もありま

す。こっちは冬期間においては非常にコストが高くなるので不可能な面もある。そうい

ったことを勘案した場合には、だいたい農家の所得目標をどの位にして、農地面積をど

の位にして、労働集約をどの位にしてということを検討しているか、ということを聞い

てるんです。

議長 三戸留吉 加藤議員、やはりもう少し要旨に詳しい内容を、どういうことを聞きたいか、それを。

５番 加藤千代美 それはね、私さっきから言ってるように、土地集約型でいくのか１品目に関して生産

物を高価格で売り出すのか、そういう観点で話してるわけです。それはだから名目の中

に書いてあって、そのためには面積がどのくらいで労働集約がどのくらいになるかとい

うことを検討しないと議論成り立たないわけです。

議長 三戸留吉 ただやはり要旨について、もう少し詳しくやればこういうことならないと思うんです。

もう少し答弁ができると思いますが。やはりただ箇条書きにしてこういう風に書かれて

もこれちょっと。

５番 加藤千代美 休憩だか。

議長 三戸留吉 休憩でないです。私、議長からのです。いずれこれからもやはり、今回の任期はこれ

で終わりなんですが、そういう点を踏まえてこれから対応していただければありがたい

と思います。

産業課長、答弁あったら。

産業課長 加藤貞憲 今のご質問の中で、土地集約型という言葉がございましたが、私、土地集約型とい

う言葉自体がわかりません。あくまでも、私先程お話ししましたけれども、米・麦・大

豆等の土地利用型の農業と、労働集約型の農業というのは、先程お話ししたように、野

菜とか果樹とか高収益なものを栽培する場合に、設備、それから肥料、それから機械化

できない労働力を多数投入するものを、労働集約型と申しましたので、そこの点、たぶ

ん加藤議員さんとちょっと、そこら辺のニュアンスが違ってると思いますけども、ご了

承願いたいと思います。

５番 加藤千代美 定住・移住について、お伺いします。隣の五城目町は、定住・移住については、非常

に特徴のある促進をしているように見受けられます。これについては、町として退職者

云々と言ってるけれども、その実、もっと具体的なものはあるのでしょうか。

町長 畠山菊夫 五城目の方、勉強しておりませんので、ちょっとわかりませんので、お答えできませ

ん。
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５番 加藤千代美 終わります。

議長 三戸留吉 これにて、５番 加藤千代美君の一般質問を終わります。

次に、１０番 伊藤敦朗君の一般質問を行います。

１０番 伊藤敦朗 １０番 伊藤敦朗でございます。１期４年目、最後の議会となりました。締めくくり

ということで、今まで質問した気になる点を、再度質問したいと思いますが、前回と重

複する部分もあると思いますけれども、よろしくお願いいたします。

それでは、通告に従い質問いたしますので、よろしくお願いいたします。

まず１つ目ですが、排水路についてであります。以前にも質問し、同僚議員の皆さま

にも何度か質問しております。その結果として当局より流量に問題がある点が、数カ所

提示されることになりました。集中豪雨の際に増水することは明らかになったわけです

が、今までの回答では、最終的に馬場目川樋門を開くということで排水するということ

でした。

しかし、樋門開閉がスムーズにいっていると決して言えない状況があります。現に水

が側溝を超えるという現状があります。そこで、その後の対策を検討していることと思

いますので、その過程をお知らせ願いたいと思います。

私としては、町全体の排水計画の再検討ということもあると思いますが、これは大変

な費用負担があると思いますので、町有地などを利用した調整池、例えば、うたせ館の

南側の春の清掃時の土砂集積所に使っているような場所をプール状にして、調整池とし

た使い方にして建設することなどどうかなと考えておりますけども、よろしく回答お願

いします。

２つ目として、町出身者の文化人の顕彰についてでありますが、現在改善センターに

掲示されている方々、この度は舘岡誠二氏も加わりまして、大変よかったと感じており

ます。しかしながら、以前にも申し上げましたとおり、現在掲示されている方々の他に

も、近江谷栄次氏、彼は電気事業を興し、秋田県初の電灯を灯した人でもあります。ま

た、土崎港の開港にも尽力し、また JRの土崎工場の誘致にも貢献しています。
秋田県立博物館の先覚記念館では、八郎潟町の出身の偉人として顕彰されています。

また、米国精神病理学学会論文賞、いわゆる医学界ノーベル賞といわれるワイル賞を受

賞している小柳清光氏などもいらっしゃいます。ぜひ「人・環境・文化 きらめく八郎

潟」を基本理念としている、わが町の子どもたちが、今一番目に触れる機会が多いと思

われる「はちパル」にスペースとして取れないかと質問したところでありましたが、十

分なスペースとはいかないまでも、検討されると回答を得たところではありました。そ

の後いかなる検討がなされているのか、結果をお知らせいただきたいと思います。

また「はちパル」二階の利用についても検討されたということが漏れ伝わっており、

結果をお知らせいただければ幸いでございます。

３つ目ですが、町内会長における要望・提案関係の回答についてであります。

まず、町内会長会議の折に１回目の回答があり、できること、検討すること、権利の

関係でできないことなどが回答されていますが、できること、検討するとの回答につい

て、町内会長研修で再度進捗状況として報告されています。町内会長会議と研修時とで

は、半年間の期間があります。できるならば決定した時点で要望町内会長等に速やかに

連絡をいただきたいと思います。

というのは町内全体として、または個人的に問題にしたり心配したりしているので、

町内役員会や町内のチラシなどで進捗状況をお知らせすることが町民にとって非常にあ

りがたいことだと思われます。また、町で対応してくれているという安心感もあると思

うからです。

回答よろしくお願いします。

町長 畠山菊夫 伊藤敦朗議員のご質問にお答えします。

平成２６年度に一日市・中嶋地区の７水系の幹線排水路の調査を実施しましたが、ほ

とんどの排水路について、馬場目川より水路底が低く、また水路自体の勾配や断面が不

足しているという、結果が出ました。

７水系のうち、比較的、工事施工ヤードが確保できる、２水系については、詳細な調

査、事業費の算出、財源の確保、一時的に流速や流量が増すことなる分水先の地域への

影響や調整池の効果など検討して参りたいと思います。

いまご質問の中で、調整池について、うたせ館付近というお話しありましたけども、

実際は水路の近くでなければ効果がでないわけで、うたせ館近くだと効果があらわれな

いと思います。いずれ検討して参りたいと思います。
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次に、秋田県文化功労者の顕彰につきましては、平成２６年１０月に受章された館岡

誠二氏、昭和３０年代、４０年代に受章された畠山浩蔵氏、石田玲水氏、館岡栗山氏の

４氏の経歴等について写真付きで現在、農村環境改善センターロビーに顕彰しておりま

す。

以前、質問があった際は、「はちパル内に充分なスペースとまではいかないまでも、

その確保について検討する。」とお答えしておりますが、オープンから１年７ヶ月が経

過して、実際の展示・掲示等の状況を見ますと各種イベント情報やポスター等が常時、

掲示されていることなどから、かえって目立たなくなることも懸念されます。このよう

なことから、文化功労者の顕彰は、社会教育の拠点であり、公民館でもある農村環境改

善センターにこれまで通り顕彰したいと考えております。

また、はちパル２階の利用につきましては、平成２８年３月議会で「安全面を考慮し

て継続的な利用は考えていないが、芸術文化祭など、町の事業として実施するものにつ

いては、安全対策を講じながら、一時利用という形で活用していきたい。」とお答えし

ております。

しかしながら、これまでの館内の利用状況を見ると、例えばイベント時の控え室やヨ

ガ教室などといった用途に需要があることも事実です。このようなことからも、管理通

路としての機能を確保しながら、扉の施錠方法と吹き抜け部分の安全を確保したうえで、

可能であれば、現状のスペースのまま、未成年者の利用制限を設けるなどをして、利用

する方向で検討していきたいと考えております。

次に、毎年４月に開催している町内会長会議において出された要望事項について、実

施時期や方針などが明らかになった場合は、ご要望のとおり速やかに町内会長にお知ら

せするようにいたします。以上でございます。

１０番 伊藤敦朗 ありがとうございます。文化人顕彰のことについては、改善センターということで、

これからもそのかたちになっていくのだと思いますけれども、例えば何かイベントの際

にだけでも一時移動して、文化祭の時とか、そういうかたちとれないかな、ということ

もちょっと考えますけども、あと近江谷さんとか小柳さんとか、そういった、県でも偉

人として顕彰している方を増やすという考え方はございませんか。その辺はいかがでし

ょう。

町長 畠山菊夫 その辺ちょっと対策講じたことありませんので、ちょっとこの後勉強してみます。

１０番 伊藤敦朗 そうすれば、町内会長会議のことも速やかに連絡いただけるということですので、私

の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

議長 三戸留吉 これにて、１０番 伊藤敦朗君の一般質問を終わります。

次に、８番 北嶋賢子君の一般質問行います。

８番 北嶋賢子 日本共産党の北嶋賢子です。今期最後の一般質問となりました。この４年間は、私た

ちシニアは、子どもたちと関わりを持った４年間でもありました。

大きく２項目にしました。農産物は安全安心が第一、これが基本だと思います。イと

して、TPPから食とくらし、いのちを守るために、と題しました。TPPについては、先
程加藤議員さんから述べられましたけれども、これまでも何度も質問してこられて皆さ

んも TPPのことはご存じかと思います。
私は仏様にオレンジとグレープフルーツをよく供えます。というのは、農薬がたっぷ

りかかっているために、いつまで置いても腐りません。先祖たちが、こんなもの食える

かと怒るかもしれませんけれども、オレンジ・グレープフルーツは仏様の優等生だと思

っています。

スーパーの棚の上を見ますと、圧倒的に「遺伝子組み換えは入っていません」と強調

されています。表示されていても、中には組み換えが入っている食品もあると、我が党

の議員が国会で質問していました。農民連という組織があります。全国農民運動連合会、

昔の農民組合でございます。この中に食品分析センターがあります。今年で２０年にな

ります。中国の餃子から始まって、割り箸の農薬などでは、今ではレストランや食堂で

も塗り箸が多くなりました。輸入品や放射能汚染残留農薬など、フル回転で今活躍して

おります。

また青森県の友人は、平飼で千羽の鶏を飼っています。死んだ鶏をひらいてみたら、

癌でいっぱいだったので、それ以来輸入資料はやめたと話してました。

うちの野菜は、子どもたちの口に入るから、完全無農薬です。アメリカでも自国の消
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費は低農薬で作っています。輸出のみにハーベストをかけるのだそうです。アメリカの

トランプさんでさえ、TPP反対で票を獲得し、今また離脱を唱えていますが、この後日
本と二国間になったら又何か言ってくるかと心配しています。

日本の自民党は TPP 反対で票をもらい、政権をとったら賛成にまわりごり押しに躍
起でした。魁にも我が町出身の議員は、TPPに賛成したとの報道がありました。大企業
の営利と国民の命、農薬まみれの野菜や果物を国民に与える政府は、重罪だと私は思い

ますがいかがでしょうか。これが、イ）でございます。

ロ）として堆肥工場の開設で有機農産物の拡大を

米は納品先から依頼された有機入り肥料を使用しています。畑は春にこれまで堆肥を

分けてもらっていた所にいきましたら、町内が優先だと断られました。今まではこんな

ことはなかったんですけれども、町内が優先だといって断られてしまいました。そして

探して探して森岳から購入しました。後になって、その前の所から要らないかと連絡が

あったものですから、２トンダンプで運んでもらいました。

畑作物の出来不出来は、やっぱり土作りだと思います。そこで堆肥工場の開設で有機

農産物の拡大を、ということで項目にあげました。

ハ）として、カメ虫対策として、放置された農地の回復を

側に放置された田んぼがあるために、１２８袋をピカセンというカメムシの被害米を

選別する機械にかけてもらいました。米価が少し上がっても、LL 網で通しても二等米
になったのでは、一年が徒労に終わってしまいます。行政として放置田を無くす努力を

していただきたいと思います。いかがでしょうか。

二）として、高岡地域の土地改良の進捗状況は

役員の中では、話が進んでいると思いますが、末端の部分でどのようになっているの

か、心配している人々がいます。もしわかりましたら、このことをお知らせ願いたいと

思います。

大きな項目の２として、子どもたちの健やかな成長のために。

イ）思いやりの心を育てるには

先程、柳田議員さんからも、いじめの問題がでました。これに関連してくると思いま

すので、私なりに質問をさせていただきます。

我が家にひとつの出来事がありました。９３歳のおばあちゃんの肩を１０歳のひ孫が

揉んでいる、とても素敵な写真が手に入りました。スクープにしようと思いまして「我

が家は４世代」と題して、家族に内緒で魁社に送りました。私が留守の時に魁社から電

話があり発覚してしまいました。そして孫が言うのです。「いじめの対象になったら嫌

だからやめて欲しい」と孫に願われました。何度も言うものだから。良かれと思ってし

たことだったのに、魁社にキャンセルの FAX を送りました。いじめの字句が胸に刺さ
ったからでした。我が町にはそのようなことが無いと自負していただけにショックでし

た。

相手を思いやる心があれば、いじめは起こらないと思うし、時として大人の社会でも

出る杭は打たれます。子どもたちのいじめ防止の対案としてどのような考えをお持ちで

しょうか。お尋ねをしたいと思います。

ロ）として、入学準備金の支給を

どの子どもにも行き届いた教育を、スタートラインはみんな一緒にと、かつて旧琴丘

町の議員さんと各々同時にランドセルの貸与を質問した事がありました。結果、旧琴丘

町は実現をし、当町は実現できませんでした。その後も提案してきましたが、現在にい

たっています。

格差が広がり、入学準備も大変な世帯が増えてきて、来年度から実施する自治体も複

数でてきました。

就学援助の入学準備金の支給を、ということで通告をさせていただきました。

この後のご答弁、よろしくお願いいたします。

議長 三戸留吉 先程も申し述べましたが、答弁は午後にしてください。

それでは、ここで昼食のため、午後１時半まで休憩いたします。

（午前１１時４５分）

（休 憩）

（午後１時３０分 再開）

議長 三戸留吉 それでは、午前中に引き続き再開いたします。

８番 北嶋賢子君の一般質問に対する当局からの答弁をお願いします。
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町長 畠山菊夫 北嶋議員のご質問に、お答えいたします。

はじめに、「ＴＰＰから食とくらし、いのちを守るために」ですが、国政についての

言及はいたしませんが、食糧の安全安心を基本とした自給率の向上と食糧の確保、農業

の持続的発展、農村振興などは国が果たすべき役割としております。

ＴＰＰ対策につきましては、国・県が実施する対策事業を活用し、農業者が持続的な

発展を図られるように対応して参ります。

協定発効による影響については、当初段階では少ないと思われますが、関税が撤廃さ

れた場合には、価格の下落が懸念されており、影響緩和対策等について必要性が生じた

場合には、要望して参ります。

次に、「堆肥工場の開設で有機農産物の拡大を」についてですが、日頃より安全安心

な農産物を、学校給食へ供給して頂いている農業者の皆さんに、心より感謝申し上げま

す。堆肥工場の開設については、需要と供給の確保は難しいと思いますので、現時点で

は考えて居りません。

次に、「カメ虫対策として、放置された農地の回復を」についてですが、遊休農地対

策につきましては、農業委員会が主導し対応して居ります。所有者への肥培管理の指導

文書、多面的機能支払い交付金事業の実施団体へも対応について指導・助言して居り、

各団体・地域の皆さんと協力し、遊休農地対策に取り組んで参ります。

次に、「高岳地区の土地改良の進捗状況は」についてですが、平成３１年度採択に向

け進めております。ほ場整備実行委員会では、土地改良区・五城目町・八郎潟町と連携

し、法人の設立・営農構想の確立のため説明会等を開催し、今後も検討会を重ねていく

予定であります。

次に、子どもの成長についてですが、イ）については教育長がお答えしますが、ロ）

について、お答えします。

ロ）入学準備金の支給を

入学準備金につきましては、要保護及び準要保護児童生徒の保護者を対象に「新入学

児童生徒学用品費」として、支給しております。

要保護者に対しては、生活保護費の教育扶助において、４０，６００円を上限とし、

実績に応じて支給されております。準要保護者に対しては、町単独事業で実施している

就学援助費において、小学校入学時に２０，４７０円。中学校入学時に２３，５５０円

を支給しております。

参考までに平成２８年度における支給対象者は、準要保護者の小学校２名、中学校２

名で、要保護者の対象はおりませんでした。

教育長 江畠廣 イ）思いやりの心を育てるには、について、北嶋議員のご質問に、お答えいたします。

小中学校では、思いやりの心を醸成する取り組みとして、ふるさと教育やキャリア教

育を重点施策として、計画的に取り組んでおります。主な活動は、地域との連携、企業

との職業体験など、町の多くの方々との触れ合う研修から心を耕すというものです。そ

んな活動を積み重ねることで、相手を思いやる心などがふくらんでくるものと思ってお

ります。

子どもたちには、授業、特別活動、道徳、クラブなどの学校生活の中で、友達を賞賛

する、慰める、力を合わせてがんばる態度などを養っていくことを、学校の方にもお願

いしてございます。

ネットやラインによるいじめ対策としては「インターネットセイフティ」研修会をＰ

ＴＡ等でも開催し、親子ともども学び合う機会を設けております。

８番 北嶋賢子 １番のイ）ですけども、国民に安全なものを食べさせるには、国の責任だと思います。

そして私たちの年代は、多くの食品添加物をもう身体に取り込んでいます。どこから病

気が出ても不思議じゃないくらい、食べてしまっています。いかに安全なものを食べさ

せるか、ということで質問に取り上げさせていただきました。

ロ）としては、今回は堆肥を購入するのに、随分難儀をしたものですから、JA との
連携でカントリーの後ろにでも作れないものかどうかということで提案をさせていただ

きました。

ハ）のカメムシは、被害米の選別１２８袋だと、だいたい約４万円かかりました。今

年また隣の人が止めるというので、放っておけばまた虫が湧いてきます。ですから仕方

ないからやるか、ということで２反歩受けました。

土地改良は主人も役員に入ってますから聞いてますけれども、他の人たちからそうい

う意見が出たものですから、質問をさせていただきました。

大きな２のイ）ですけども、思いやりの心を育てるには、という題で話をしました。
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８０歳の祝いの時に、中学校２年の孫が生後３ヶ月でした。ひ孫を抱いて「８０歳の年

の差」という題で、魁新聞に載りました。そのこともあったものですから、「我が家は

４世代」という題を付けて目論んだわけですけども、失敗に終わってしまいました。火

のない所に煙は出ないと言います。外孫は野球とラグビーで、よくケンカをします。内

孫はスポーツは苦手だから、僕は弁護士になって悪い者から助けると言います。どっち

も助けることに変わりはないけれども、行政側で先程教育長さんから話をされました、

行政側ですぐに対応できる体制ができていることもわかりましたので、少しは安心をし

ております。

１番のロ）の堆肥の工場ですけども、JA との連携で作れないものかどうか、もう一
回町長さんにお願いします。

町長 畠山菊夫 供給と需要の関係がありますので、このことがしっかりできれば作ることも可能かな

と思ってます。

８番 北嶋賢子 ありがとうございました。これで終わります。

議長 三戸留吉 これにて、８番 北嶋賢子の一般質問を終わります。

次に、７番 伊藤秋雄君の一般質問を行います。

７番 伊藤秋雄 どうもご苦労様です。只今、議長から質問者として許可をいただいたことに対して、

お礼を申し上げます。私の今回の質問は、表題１、町民の生のこえ、それから表題２と

して、想定外の巨大地震への備え、ということで当局に質問しております。当局の答弁

をよろしくお願いいたします。

なお、私は一問一答で質問しておりますので、町長がお答えできない場合は担当課長

からもお答えお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、表題の１、住民の生のこえ

１０年前、町の財政は非常に厳しい時もあったが、今は地方債も減少し、財政調整基

金も積み立てられ、財政基盤強化が図られていると思う。また１０年前の人口が約７，

０００人前後、その後２７年度が６，２１５人で、今年１０月現在では６，１２７人で

す。ちなみに１１月現在の出生数は１７名です。人口減少と共に少子高齢化が益々進行

し、思えば以前は２世帯ないし３世帯と大家族であったが、今は１世帯あるいは１人暮

らしなどの核家族が多くなり、空き家も危険家屋が目立つようになっております。

私は今回数年ぶりにたくさんの町民と対話することができました。町の財政はよくな

ったものの、町民の生活は年々超高齢化になるとともに生活面は厳しく、一日市商店街

は大部シャッターが閉まり買い物ができない、高齢で歩くことが困難、運転できない、

１人暮らしなので娘を呼んでアマノやイオンへ行って買い物をしている。「この町は人

口減少も進み超高齢化で空き家が多くなり、将来どうなるのか心配だ」「早急に政策を

考えないと限界集落になってしまう」などと、いろいろな要望や苦情を聞くたびに、以

前よりも厳しい状態であることを肌で感じるようになりました。

先月、１１月２７日、社会福祉大会の「地域で支える福祉活動」で三戸忠洋氏の講演

を聞き、また２９日全員協議会での「まちづくり」計画概要の説明を聞いて「困ってい

る買い物弱者」のためにも一日も早く事業が展開されることを望んでいる１人です。

なお今回の質問では、まだ決まっていない部分も多くあると思いますが、当局の考え

やご答弁をもらえればありがたいと思います。

①総合戦略（２７年～３１年度）基本的方針の中で、新たな店舗や誘致や移動販売巡

回バスの導入等、買い物弱者に対する取り組みを検討するとあるが、具体的に取り組み

をどのように考えているのか答弁をお願いします。

町長 畠山菊夫 伊藤議員のご質問に、お答えいたします。

はじめに、「町民の生のこえ」についてですが、１１月２９日の議会全員協議会で説

明をした「上町商店街を中心とする空き家・空き店舗の活用」によるまちづくり計画は、

八郎潟町が住みたい町、住み続けたい町を具現化するために最後の機会と捉え、人口ビ

ジョンを踏まえた総合戦略・総合計画で策定された基本目標及び施策の実効性を確保す

る為にも、町民の皆さんと共に推進すべき重点事業としています。

上町商店街に拠点を構えながら、商店街に人の流れをつくるところから始め、次年度以

降も地域活性化に繋がる事業を継続して実施して参ります。

買い物弱者対策の視点においては、本事業はまさしく有効な取り組みになるものと思っ

ております。
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また、行政報告でもありました南秋田郡３町村の広域公共交通の再編に向けた取り組

みも始まりました。移動販売については、現在検討しておりませんが、こういった取り

組みが、日常的な生活支援につながると思いますので、今後もその推移を見ながら、引

き続き策を講じて参りたいと思います。

７番 伊藤秋雄 答弁ありがとうございます。午前中に菊地議員からも質問の中で、運転免許の自主返

納ということで、いろいろ質問がありましたが、また昨日、町長の行政報告でも、広域

公共交通再編に関する検討会が五城目町で開かれたということで、私もこのことについ

て、本来であればこれが出てこなければ、近隣町村で話し合いをして生活支援に向けた

巡回バスをやったらどうかなと、再質問の予定でしたが、これは取りやめたいと思いま

す。

それと平行してシニア活躍準備委員会では、町単独で巡回バスの運行を考えているの

かお伺いします。

町長 畠山菊夫 準備室では今現在は考えておりませんけども、私自身はいずれ近い将来できることで

あればやりたいなと思ってます。

７番 伊藤秋雄 私もいろいろ町民と話をすると、１人暮らしで買い物ができないとか、特に１区２区

３区のあたりが買い物できない人が多く感じました。それと地域性があると思いますが、

浦大町あたりも結構そういう声が出ました。なのでそういう地域に巡回バスがあればな、

ということで今質問したわけです。その中で町長の「菊夫のこれまでとこれから」とい

うことの中に、こういうことが書いてあります。「買い物弱者生活支援に向けた町内巡

回無料車両の導入も検討する」ということを書いてありますが、その辺はどうでしょう

か。

町長 畠山菊夫 いまお答えしたとおりでございます。

７番 伊藤秋雄 なるべく早いうちに頑張ってやってもらいたいなと思います。

それからもう一つ、この前の町づくり計画でいろいろお話しありました。NPO 法人
では、例えば、全町民の協力を得て商店街を取り戻すためには、食の安全・安心のため

に新鮮な野菜や肉・魚など、毎日ファミリーから入荷したいとのニュアンスで書いてあ

りますが、その点についてシニア活躍の方ではどのくらい話し合いが進んでいるのかお

伺いいたします。

産業課長 加藤貞憲 今の伊藤議員さんのご質問にお答えいたします。

準備室の方でファミリーの社長さんとお話ししております。お話ししております中の

確実な部分としては、肉と魚については各種種類があるため、特に魚の場合、鮭の場合、

生・甘塩・中辛・大辛とか色々種類がありますので、そういう部分、一本丸ごと購入す

ると非常に無駄になるということで、鮮魚と肉に関しては、ファミリーさんから仕入れ

をして、それから野菜については、藤井青果店さんがございますので、野菜については

藤井青果店さんで販売してもらうというように、すみ分けを考えております。

７番 伊藤秋雄 どうもありがとうございます。それで野菜は藤井さんの方からと、肉や魚はファミリ

ーさんの方からと、こういうことですが、私は常に新鮮なものでなければ、買い物客も

遠ざかってしまうのでないかなという感じ受けておりますので、その辺はやはり気を付

けて、売れなかったから次の日やるでなく、引き取ってもらうのか、その辺も考える余

地があるのでないかなと、よく町民の方も、どこそこに行くと、いつも同じ物があって

悪くなってるよ、という話もありますので、せっかく今シニア活躍の人が一生懸命やっ

て商店を築こうとしておりますので、そこ辺りも注意してもらえれば有り難いと思って

おります。

後はイオンやアマノとか、そういう所から入荷するということは考えておりませんか。

産業課長 加藤貞憲 今のご質問にお答えしたいと思います。まず始めに鮮魚の件でございますが、シニ

ア活躍支援組織では、食堂と総菜の部分でも計画をしております。それにつきましては、

鮮魚・肉・野菜、それから地元農家さんのフリーマーケットでの販売、これらの分につ

いてロスの無いように、食堂・総菜で利用するということで今考えて進めております。

それからイオン、アマノさんからの仕入れについてですけども、現在のところ考えて

おりません。
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７番 伊藤秋雄 それともう一つ、町民が一番困っているのは、買い物をしてもその商店から持って歩

くと重いということがあるらしいんです。私の足では到底持って歩くことができないし、

何か配達してくれればな、というけれども、その辺は何か考えてるものでしょうか。

産業課長 加藤貞憲 今その部分について模索しているところです。行政の方では、公共交通体系の見直

し検討会の方入っておりまして、町づくり計画の中では、町内を買い物巡回するための

カートを考えております。また、今回話し合いの中で郵便局さんが有料による、有料と

いってもボランティアに近い金額でございますが、搬送について協力していきたい、と

いうお話しをいただいております。

７番 伊藤秋雄 なるべくそういう買い物弱者のためにいろいろなことを考えてあげればいいのかなと

いう感じしておりますので、よろしくお願いします。

もう１点だけ、ちょっと聞きたいと思います。NPO 法人の名称も決まったようです
ので、この前の１２月４日に準備委員会を開催している、その中で店舗所有者との話し

合いは成立しているのでしょうか。

産業課長 加藤貞憲 現在、改装についての設計を作成している段階です。それでその設計をみていただ

いて、このように改装するということで設計書できてから所有者のみなさんと、ご協力

できるかということで、また話し合いが進む状況となりますので、現段階では契約は成

立しておりません。

７番 伊藤秋雄 はい、わかりました。それでは２番の方に移りたいと思います。

各町内を回って感じたことは、空き家、危険空き家などが凄く目に付くようになりま

した。以前私は定住移住について、空き家を調査し空き家バンクを立ち上げたらどうか

と質問したこともありました。１１月２９日の全員協議会での説明では、空き家バンク

を創設すると言っていたが、今まで本格的な空き家の調査はなかったものか、また危険

な空き家が２６年度は１５軒あったが、今後どのように取り組んでいくのかお伺いしま

す。

町長 畠山菊夫 空き家バンク登録に必要な調査は、現在まで行われておりません。次年度以降、NPO
への委託事業とする予定としています。

危険空き家調査については、平成２６年度に実施し、それ以降は行っておりません。

現在、危険な空き家のうち、特に町内会や周辺住民から要望があった建物、空き地を重

点的に所有者又は関係者へ改善のための依頼や条例に基づく助言・指導を行っておりま

す。今後は、更に勧告・指導・命令等の手続きを進め、改善に向けて対策を講じてまい

ります。

７番 伊藤秋雄 ご答弁ありがとうございます。私の質問で平成２４年３月では、空き家は１５９軒あ

ると聞いて私書いてあります。その中で例えば所有者不明の家屋が何軒あるか、まだ調

べてないですか。

町民課長 一ノ関一人 平成２６年度に町内会のご協力を得まして空き家等の調査を行って、その後職員

の目視による調査は行っております。

それで所有者のわからない方についても把握しておりますけれども、いま手元に資料

がございませんので、後でご報告いたします。

７番 伊藤秋雄 いま資料がないということですが、平成２６年度に調べておるということですので、

何軒あるのか、危険家屋が何軒あるのか、例えばリフォームして使用できる家屋が何軒

あるのか、そこ辺りの資料もあれば提出してもらいたいと思います。

町民課長 一ノ関一人 ２６年度段階の目視での調査結果ですけども、以前にも議会の方に答弁しており

ます。空き家件数については、１８３棟、使用可能が４７棟、修繕すれば可能が６０棟、

使用不可能が６１棟、危険な空き家については１５棟となっております。

７番 伊藤秋雄 いま町長の答弁では、条例に基づいて助言や指導、今後は勧告・指導・命令という言

葉が出ました。そういう手続きは要するに危険な空き家ということでやると思いますが、

それはいつ頃やるものでしょうか。
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町民課長 一ノ関一人 過去にも何軒か、いまお話ししたように改善の依頼や、それから条例に基づく助

言・指導は行っております。これ町内会から要望等があった部分については速やかに行

っております。

７番 伊藤秋雄 例えば先程、条例という言葉がありましたが、この条例私たちちょっと見ておりませ

んので、後で提出してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。

議長 三戸留吉 条例とは、前の藤井さんの例を例えていたので

７番 伊藤秋雄 そうですか。わかりました。

それから、私も勉強不足なんですが、よく町民から、家を解体して更地にした場合、

固定資産税が上がるので持ち主が解体しないということをよく耳にします。その点につ

いて、ちょっとお伺いします。

税務課長 千田浩美 固定資産税の土地の特例があります。要するに人が住んでいる家屋の場合、２００

平米までですと、６分の１軽減なってます。それが要するに誰もいなくなって解体した

りすると、その特例がなくなるということです。

７番 伊藤秋雄 税金がかからないということですか。

税務課長 千田浩美 税金がかからないのではなくて、特例で減額になるということです。

７番 伊藤秋雄 こういった、例えば減額になるけれどもかかる、更地になった場合もかかる、これは

普通の固定資産税の価額ですか。

税務課長 千田浩美 はい、解体すると特例がなくなり普段より高くなるということです。

７番 伊藤秋雄 いま更地にした場合は、高くなるということですが、これ町単独の条例を作って町特

例でできないものですか。

税務課長 千田浩美 地方税法でそういうのありませんので、できないです。

７番 伊藤秋雄 できないということですが、例えば町で家屋の解体費用を助成することはできません

か。

町長 畠山菊夫 将来、そういうことも考えていかなければと思ってます。

７番 伊藤秋雄 このことについては、年々超高齢化しておりますので、やはり危険家屋が段々増えて

くるわけです。そういうところを前向きに考えていかなければ、町自体が大変になって

くるような感じがいたしますので、こういったことを先に先にと進んでいかなければ、

大変になってくると思いますので、このことについて強く要望しておきます。よろしく

お願いいたします。

それからもう一つ、①のことでありますが、近隣町村の、町長も答弁しておりますが、

交通網の再編成、これも井川さんはマイタウンバスですが、五城目町・大潟村、３町で

もできるだけ早期にできるように要望しておきます。これで１問目を終わります。

次に表題２、想定外の巨大地震への備えは

私は、２５年１２月定例会に表題「想定外の災害時の周知徹底」で質問していますが、

内容が少し違いますのでよろしくお願いいたします。

今まで本町は災害のない町であると誰もがそう思っていたと思う。しかし、災害は忘

れた時に予想もしない時に突然起きると言われています。思えば２０年前に起きた阪神

淡路大震災は、マグニチュード７．３活断層による直下型地震、死者６，４３４人。そ

の後２０１１年３月１１日東日本大震災は、マグニチュード９．０、震度７、死者１６，

２７８人、行方不明者２，９９４人、津波の高さは最大で２０メートルから４０メート

ルともいわれています。

また今年４月１４日の熊本地震は、マグニチュード７．３、震度７が２回も起きて、

死者４９人、家屋全壊７，１５１棟、熊本城の石垣や建物が大崩壊する等々、今日まで

２０年の間、マグニチュード７．０以上が１５回も起きている。平均すると１年４ヶ月

に１回大きな地震が起きています。まさに日本列島は地震王国であります。このデータ
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は２０年間の地震のデータを取りましたので、人数的に誤差があると思いますが、よろ

しくお願いします。

そこで本町では災害ハザードマップ（災害避難地図）を全戸に配布していますが、ハ

ザードマップ以上の想定外の巨大地震が起きた場合、例えば船越の水門が破壊され、大

潟村の堤防が壊れた場合、恐らく船越水門と大潟村は干拓する前ですから、もう６０年

くらいなってると思います。そういった意味で危機感を感じながら、本町はどのように

なるか想定したことがあるのかお伺いします。

町長 畠山菊夫 秋田県沖で歴史上確認された最大の地震は、「日本海中部沖地震」ですが、東日本大

震災が「連動地震」であったのを踏まえ、秋田県では最大クラスの津波を想定した日本

海を震源とする「連動地震」を設定し、その調査結果に基づき市町村が「津波ハザード

マップ」等で住民へ周知するとともにその対策を講じることになります。本町への津波

は、馬場目川河口周辺及び八郎湖岸付近まで押し寄せると想定されております。その際、

堤防の決壊は想定しておらず、また、大雨が降った際のハザードマップの浸水想定区域

も堤防の決壊を想定したものではありません。想定を超える災害については、膨大な調

査データが必要となることから、被害想定することが出来ないのが現状であり、本町を

含め多くの自治体でも困難であると承知しております。

７番 伊藤秋雄 いまの町長の答弁では、想定外のデータは膨大なものですので無理なような答えがで

ました。やはりいつ起きるかわかりません。この前の東日本の例をとると、大川小学校

も４キロも離れていながらあのように子どもたちが犠牲になりました。そういったこと

を考えると、やはりうちの方のマップを見ますと、だいたい１メートルか２メートルに

なってます。あまりたいしたことのないマップだなと思ってみておりますが、やはりそ

ういうことを見直すことも急務ではないかなと思ってますが、近々考えはないものでし

ょうか。

町長 畠山菊夫 いま答弁しましたけれども、日本海で地域が３つ連動した場合の最大の規模の地震で

も、堤防の決壊は無いと想定しておりますので、それを超えるような想定というのは、

データは出ないと思ってます。

７番 伊藤秋雄 確かにいま町長が答えたとおり、マップの方にも連動という答えがあります。私も調

べてみたら、海域 A ということで日本海中部、B ということで秋田沖・山形沖という
ことで連動した場合は、例えば４市５町１村で冬の深夜の時、冬の日中の時、また春か

ら秋にかけて雪のない季節の時の深夜の時、来た時の津波の状態や揺れで違うと思いま

す。そういったものも、やはり今からある程度、我が町ではこのくらいの積雪であって

連動が来た時はこうなるんだよということ、やはり町民にも知らせておく必要があるの

ではないかなと私そう思います。町長膨大なデータというけれども、やはり事務的には

大変だと思います。そういうことで夜来た時、夏場に来た時、やはりそういうところも

あっていいんじゃないかなと、これもやはり町民からのひとつの不安というか、地震が

来た時われわれどこに逃げればいいんだと生の声が出てるんです。こういうところもよ

ろしくお願いします。

それで例えば私もある会合の中で、いまうちの町で２５年３月ですかマップを配布し

たの、その時のマップは見たことありますかと聞いたら、見たことはあるけどどこに置

いてあるのか、また本当に頭の中では覚えてるけども、なんとしたらいいかわからない、

という生の声です。こういうこともあるので、やはり考える必要があるのではないかな

と思いますので、もう一度答弁お願いします。

町長 畠山菊夫 地震は昼夜問わず大きいのは大きいでしょうし、避難場所については町民の皆さんに

もマップでやっております。ただ見るか見ないかについては、以前裸で配ったマップも

ありますので、今回は見ていただけるようにいろいろと工夫したものだと思っておりま

したので、是非家族で相談したり、どっかに貼っておいてすぐ見れるところにしまうよ

うに、という指導はしております。

７番 伊藤秋雄 はい、わかりました。それでは２番の方に移りたいと思います。

②防災ファイルには“地震発生！まずは落ち着いて行動”“自分で守る（自助のポイ

ント）みんなで支える（共助のポイント）”まったくそのとおりです。先程も言いまし

たが、頭で覚えるよりも体で覚える必要があると私は常に思っています。本町はコンパ

クトな町ですので、防災の日を決めて全町一斉に防災訓練を実施することを考えてはお
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らないでしょうか。ご答弁をお願いします。

町長 畠山菊夫 町民の生命・財産を災害から守り被害を最小限に留めるためには、「自助」「共助」「公

助」の重要性を多くの町民が認識し実践するこが必要であります。本町では、その為の

地域ごとの防災訓練、全町民を対象とした防災講話、町内会長・自主防災組織・消防団

を対象とした机上防災訓練を実施してまいりましたが、全町をあげての防災訓練の実施

はありません。このことから、例えば、秋田県消防協会男鹿潟上南秋支部総合防災訓練

が市町村の持ち回りで毎年開催されていることから、地元開催時にあわせて多くの町民

が参加できる防災訓練を検討してまいります。また、防災の日を決めて全町一斉の防災

訓練を毎年実施することについては、町民のご協力が必要であることから今後の課題に

なるものと考えております。

なお、地域単位、町内会単位の防災訓練では、多くの方々から参加していただいてお

ります。防災意識の向上にも繋がっているものと思いますので、引き続き推進してまい

ります。

７番 伊藤秋雄 今のところは、個々の町内でやることを考えているようですが、やはり、いつ、何処

で何が起きるかわかりません。そういった意味において、例えば毎年でなくても本来で

あれば一年に一回やればいいなと思うけれども、担当の人も大変だとは思っております。

でも、小さい町ですから、子どもたちは何処に逃げる、何処何処はどこへ、とか、や

はり体で覚えさせることも必要でないかなと思いますので、その点も強く要望して、全

町一斉の防災訓練をしてもらいたいと思いますので、強く要望しておきます。

それでは３番に入りたいと思います。

③本町の小中学校では、地震や津波を想定した学校防災マニュアルを作成しているも

のでしょうか。また避難訓練など実施しているものでしょうかお答えをお願いします。

町長 畠山菊夫 学校・園では毎年、防災計画を作成することが、義務づけられております。地震や津

波、火災、不審者侵入に対する対応マニュアルが作成されております。当然年２～３回

ほどそれらを想定しての避難訓練を実施しております。

１１月には、保育園、小学校、中学校合同での地震・津波を想定した避難訓練が実施

されました。避難場所は中学校３階で、小学生児童が保育園児を世話しながら中学校ま

で避難する訓練でありました。

７番 伊藤秋雄 年２回ないし３回行っていたということですが、この避難訓練、どういう避難訓練し

たものでしょうか。

教育長 江畠廣 年２回から３回くらいの避難訓練につきましては、想定するもの、いわゆる地震がき

て津波がきたというもの、それから地震があり火災が発生したということ、それと不審

者侵入に対する避難。

幼稚園では煙道、煙の中を歩く、そういう訓練もあわせてやってます。内容的にはそ

ういうことです。

７番 伊藤秋雄 いま町長の答弁では、中学校の３階まで避難したということで、高さをみればだいた

い大丈夫だなと思いますが、小中学生、保育園、町民が上がっても大丈夫なものですか。

その辺り、学校の児童だけなもんですか。例えば津波が来た場合そこへ上げるという考

えですか。

教育長 江畠廣 幼稚園の場合は、防災センターの上ということで設定してございます。それからいま

話したように、保育園・小学校・中学校は、中学校の３階に設定しておりますので、津

波の場合はそちらの方に避難するように決めてます。

７番 伊藤秋雄 そうすれば、これ２回３回とやっておりますが、それも全部中学校の３階まで上がっ

てやってるもんですか。

教育長 江畠廣 中学校の３階までいくのは、津波がきた想定の時に行います。同じ事を年３回とかや

るわけでないです。学校独自で火災に対しての避難の仕方、あるいは不審者に対する避

難の仕方、そういう風なものを、それぞれの学校でやっておりまして、いざ津波という

ことについては、中学校３階ですので保育園の子どもさんは非常に幼いわけですので、

小学校高学年が世話して中学校まで引率して先導して中学校まで行くということを今回
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初めて合同の訓練をしております。

７番 伊藤秋雄 はい、わかりました。避難は学校の先生たちが誘導してやるわけですね。その避難した

時の課題の話し合いはしているものでしょうか。例えば今回は、保育園・小学校・中学

校が一緒にやってるようですが、この時の反省とか良かったこととか話し合ってるもの

でしょうか。

教育長 江畠廣 学校の方では、避難訓練に限らず、色んな行事について反省・検証というものを行い

ます。その検証に基づきまして、次年度はじゃあこういう方向でやりましょうとか、そ

ういう話し合いのもとに、計画的に進めているのが現状です。

７番 伊藤秋雄 どうもありがとうございます。いろいろ私の心配していることは、やはり大川小学校

のように、先程も言いましたが、学校の先生方がここまでは津波がこないだろうと油断

してあったように思います。しかも広報車が津波が接近していると伝えてる中で、７４

名の子どもたちを亡くしたということは、大変な行政側と学校側の責任が問われると思

いますので、これもやはり極力学校側でそういう問題がないようにしてもらいたいと思

っております。

これで私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

議長 三戸留吉 これにて、７番 伊藤秋雄君の一般質問を終わります。

ここで、１０分間休憩します。

（午後２時２５分）

（休 憩）

（午後２時３５分再開）

議長 三戸留吉 それでは、休憩時に遡って再開いたします。

次に、３番 金一義君の一般質問を行います。

３番 金一義 通告に従ってご質問させていただきます。

私、第６次八郎潟町総合計画書というのを見まして、これには人と地域が云々という

のが書かれておりました。これを見まして、いろいろ自分なりに考えながら今回の質問

をさせていただきます。というのは、新聞等いろんな情報見てもこのとおりの情勢でご

ざいます。それでまず、これに従ってやっていきます。

私たちは普段、何気なく「地域づくり」という言葉を使っております。あらためて考

えてみますと、よくわからなくなってしまいます。地域の活性化や地域振興という言葉

に置き換えても、それが何を意味するのか必ずしもはっきりしません。地域が何を指し

てそれがどのような内容と仕組みをもっているかを、正確に理解することが大切なこと

だと思います。

地域や地域経済の仕組みをよく考えず、それぞれの地域が持っている個性とは関係な

く、時々の国の示す改革政策を全国どこでも同じように展開することが失敗の原因にな

ると思います。地域の活性化を成功に導くためには、まず地域や地域経済の内容と仕組

みを正確に知った上で、自分たちの地域が客観的におかれている位置と、その個性を見

極めて地域独自の地域づくりの方向性や具体策を考え、実行していく必要があると思い

ます。

日本創生会議の人口減少問題検討分科会が発表した、２０４０年には全国１，８００

市町村の半分の存続が難しくなるとの予測をまとめた資料があります。その内訳をみま

すと自治体の姿は、８６９が消滅危機のうち、５２３の自治体が人口１万人割れと、２

０~３９歳の女性人口動態は、４０年には全国の４９．８％にあたる８９６市町村でこ
の年齢人口が５割以上減ると言われております。高齢化が進む秋田県は、２５市町村の

うち大潟村を除く全ての自治体が、人口構成でみると存続が難しくなるとあり、本町の

作成された長期人口ビジョンをみても人口減少率が著しく、今後における地域の活力が

心配されると共に、公共事業の集中と選択を巡る政策論争に繋がる可能性があると思い

ます。

そこで質問に入りますが、１つ目、人口減少到来での上水道事業について、というこ

とで通告してございます。

人口が減少傾向に転じる中、公共施設は維持管理の時代となりました。公共施設の運

営・管理における新たな課題が持ち上がってきました。上水道事業は地方公共団体が事

業主体となり、独立採算制により運営されております。収入の中心は、住民から徴収す
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る利用料金であり人口減少は事業収入が減少することを意味します。

本町の人口ビジョンにもありますように、今後長期的にみても総人口は、よくみても

３，０００人程度概ね安定的に推移するとありますが、本町の給水人口のピークに合わ

せて事業を施行されたと思いますので、現在の状態だと今後の経営に大きな問題が生じ

ることは明らかだと思います。

そこで１１月１０日の魁誌に次のような報道がありました。水道事業の連携模索、人

口減少影響、経営厳しくとあり、水道事業の連携に向けた作業部会を作ることに合意、

とあり、今後複数の自治体が施設を共同で使用し、事務処理や管理などの業務を外部に

委託する方向で検討するとあります。またその中には、潟上・五城目・八郎潟の３市町

は外部委託の可能性調査を進めているとありますが、この結果を年内にまとまて今後の

検討作業に反映するとありますが、その内容をご説明いただきたいと思います。

町長 畠山菊夫 金議員のご質問にお答えいたします。

ご指摘のとおり、人口減少により、給水収益は平成２２年度の１億４１４４万３千円

に対し平成２７年度は１億３３２７万１千円と５年間で５．８％、１年あたり１．２％

の減となっており、人口減少下での持続可能な水道事業を模索する必要があります。

「人口減少社会に対応する行政のあり方研究会」についてですが、新聞報道でありま

したとおり１１月９日に水道事業の作業部会の設置が決定され、今後県及び市町村間で

の連携について検討を行うこととなります。

作業部会である、「近隣市町村における水道事業維持管理等共同委託可能性調査」で

すが、人口減少による収益悪化の対策のひとつとして、民間活用による緩やかな広域化

により維持管理費の削減、職員削減下での業務負担軽減を目的とし県市町村課が主体と

なり行っているものです。５月にモデル市町村を公募し、潟上市、五城目町、本町の３

市町がモデル市町村に決定しております。作業内容としましては検針、料金収納等の窓

口業務、水質検査、浄水場の維持管理業務等の共同委託についてとなっております。

３番 金一義 只今の答弁に対して質問させていただきますけども、要するに県のモデルというのが

３市町ということでありますけれども、これはただいまお話されたように、委託業務と

なったらそれだけの業務ということで、例えば公益的な共同水道事業というのが、話し

合われるものでしょうか。

町長 畠山菊夫 ３町で話し合いはしていきますけれども、先月９日に、課長が出席した経緯あります

けども、いろいろ、井川町が抜けている関係で非常に困難なことが起こっております。

男鹿潟上南秋を含めたものでやれるのかどうか、これからの課題だと思います。

３番 金一義 我々、町長もだけれども、この浄水場を八郎潟町に新しく作るにあたって、あの当時

こういう事まで検討されなかったけども、井川さんから五城目さんとの共同という話も

途中には出た感じがしておりました。それで今現在ここにきて、このとおり人口減少が、

４０年というともう１２年後ですね。あっという間の１２年だと思うわけですよ。そう

すると、その間に本町では本当に、集金・検針・その他という感じだけで間に合うのか

どうか、やっていけるかどうか。そこら辺の思惑を。まぁこの１２年間で考えることで

しょうけども。

それと井川さんが足並み揃わないというのは、その原因はなんでしょうか。よその町

だからあれでしょうけども、わかる範囲で。

建設課長 吉田久壽 井川町については、私たちの方よりも経営が安定しているということで、参加しな

いということでした。

３番 金一義 井川さんあのとおりの形で、今の潟上の店舗たくさんできたあそこに、水を売ってい

る状態で、それこそダムがありますし、そういう点では安定しているのだと思います。

だけれども、そういう安定している地域でしょうけども、我々の場合は高額なお金が

かかる施設なわけですよ。うちの方は特に。収支計算書みても莫大な経費がかかってま

す。それをこの感じみますと、やはり単独ではなかなか、やっていけるかどうかを考え

てみても、我々素人考えでみても、恐らくなかなか難しいのではないかと、だからやは

り弱いからということじゃなくて、そこら辺を念頭に個々の活動をしていただきたいと

思いますけども、そこら辺の考え、いかがでしょうか。

町長 畠山菊夫 あとの方の質問にも出てくると思いますけれども、高度浄水処理施設建設にあたって
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は、数年後の財政シュミレーション、これも町から提示されておりました。それと今比

較しますと、やはりかなり違ってきています。といいますのは、やはりアオコ対策でい

ろいろ粒状活性炭を早めに交換しなければいけないとか、そういうリスクも考えていか

なければいけないわけでありますけれども、今の現状では料金を値上げすることは当然

できないと思いますし、このまま運営していくためには、一生懸命良い方法を模索しな

がらやっていきたいと思ってます。

３番 金一義 総務省の全国消費実態調査によると、水道代平均は４，４５８円と出ております。１

世帯あたりの月々の水道代が、２人世帯で平均が４，４８０円だそうです。また４人世

帯で６，１５１円で、これは平均の水道代だそうですので、そこら辺を鑑みて、課長さ

んにちょっと聞きますけども、我が町の平均値はどうなんでしょう。すぐ返答できない

かも知れませんけど、うちの方の水道代の平均単価はどれくらいみてますか。

建設課長 吉田久壽 １０立方で２，５９０円、２０立方で５，１８０円となっております。全県でも小

坂町と１、２位と高い料金です。

３番 金一義 要するに平均、世帯では出てないということですね。

建設課長 吉田久壽 はい、そうです。

３番 金一義 そうすると例えば１世帯あたり何十立方と、そこら辺もわからないということですか。

建設課長 吉田久壽 その資料はちょっと作ってません。

３番 金一義 なぜ今聞くかというと、さっき町長が値上げ、町民には負担かけないで、今後考えて

いかないとダメでしょうと、そういうお話しされたもので、そこら辺、全国の平均を出

してどの位の誤差が出ているのかな、という感じで検討してもらいたくて、こういう質

問をしたわけでございます。

結局いま６，２００、さっき質問の中にもあった人口が６千いくら、これが１２年後

だとよく頑張って３，０００人体制でしょうという、町の人口ビジョンの中にうたって

あります。果たしてその時で３，０００人なってるかどうかもわかりません。よく頑張

って、あくまでもこれビジョンだからね。４０年には３，０００人の人口だということ、

ここにグラフも出ております。それで私が１２年というのは、あっという間の１２年で

しょ、ということでこの質問取り上げたわけで、要するに我々日常ひねれば水が出てく

るわけですけども、それに対する負担、本当に町で単独事業でやっていけるものかどう

か、ということで、早く手を付けていかなければダメだということでお話ししてるわけ

で。

そうすればお聞きしますけれども、本町の水道施設の老朽化、基幹となる管路の耐震

化率は策定しておるのでしょうか。そこら辺。

町長 畠山菊夫 上水道管の老朽化対策ということでお話ししますけれども、本町の水道管の総延長は

４８キロメートルあります、地方公営企業法で定められております、法定耐用年数４０

年、先程金さんおっしゃった水道管は約１３キロメートルあります。法定耐用年数は管

種に関わらず一律に ４０年となっており、実耐用年数は管種により長くなりますが、

石綿管、塩化ビニール管については４０年から５０年程度で更新の必要があると考えて

おります。

更新路線の選定にあたっては財源が限られることから、主要な管路、耐久性に劣る管

種、漏水が生じている箇所を優先しておこなうべきと考えております。

平成２９年度より「水道管路緊急改善事業」を活用し、弁天球場前から浦大町地域史

料館前までの送水管布設替えを計画しております。当面は他に代替路線のない送水管の

更新を優先し、その後配水管の更新に取り組んでまいりたいと思っております。

３番 金一義 私聞き漏らしたとすれば失礼なんですけども、そうすると耐用年数の過ぎた４０年管、

これから耐用年数が来ようとしている４０年管は、我が町では先程お話しした１３キロ

だと思います。そうすると、これにだいたい年次計画で補助金云々ということなようで

すけども、だいたいどの位の年数で改修工事の計画でしょうか。

建設課長 吉田久壽 耐用年数のは１３キロとなりますけども、これから比べれば倍近くなってます。そ
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れで布設年数と連動してきますので、４８キロ限りなく進んでいく形になると思います。

それに従って４０年の老朽管につきましては、年度ごとに更新していく形になると思っ

てます。

３番 金一義 それは十二分にわかりました。ということも踏まえまして、結局我が町単独で、どこ

の町村もそうだと思いますよ。単独で上水道維持ができるものかどうか、そこら辺の、

そのために県の方でもモデルを作ったんだと思いますけれども、そこら辺、県の方では

深く掘り下げたお話しはなかったものでしょうか、そこら辺。

建設課長 吉田久壽 昨年の移動振興局の中で、市町村合併しているところが、ある程度広域化なってる

んですけども、市町村合併してない市町村については、疲弊していくことがはっきりわ

かってるので、第１段階として薬品の共同購入とか、補助率を国交省並みに上げてくれ

という要望を受けて、今回このような可能性調査をしたということです。

３番 金一義 まず上水道におきましては、本当に大変な問題だと思います。結局、世帯数がどんど

ん減っていく中で、そうすると３，０００人の人口だと世帯数はどれくらいになります

か。

町民課長 一ノ関一人 戸数までの把握は、現在しておりません。

３番 金一義 余計な心配ですけども、結局そうなると、要するにさっき空き家問題も出ておりまし

た。そうするとほとんど水道がカットされるわけですよね。だからやっぱりこの問題と

いうのは、大きな問題に発展していくと思いますので、どうか近隣町村とこういう問題

を早めに取り組んでいかないと、あっという間の１２年だと思います。一昔あっという

間に来ますので、そこら辺を念頭に入れて、取り組んでいただければありがたいと思い

ます。

次に、定住促進、関連ありますけども、定住促進への取り組みについて、質問させて

いただきます。

先程もお話ししました２０４０年の総人口が、２０１０年よりも多くなる自治体は、

わずか４．８％しかなく２０１０年よりも人口が少なくなる自治体が全体の９５．２％

にのぼるとあります。このうち約半分の自治体は、４割も人口が減少するといわれてお

ります。人口が４割も減少すれば自治体としての存続が怪しくなるといわれております。

また地域別の状況も深刻で、人口減少に伴い高齢化が急速に進行しており、八郎潟町

も過疎町村として指定を受け、それなりに工夫もし、努力もしておりますが、少子高齢

化が進み本町の高齢化率も３７．４％で県内でも下位に位置しております。

人口を増加に導く方法としては、つまり町外の若者を町内に転入させることが一番で

あります。そのためにも安心して暮らせる地域を形成し、それぞれのライフステージや

ライフスタイルに応じた居住の選択種を提供することも必要だと思いますけれども、こ

の質問についての答弁をお願いします。

町長 畠山菊夫 金さん、すみません。中嶋住宅の分譲ということも指してますか。

３番 金一義 はい、中嶋住宅のことも指してます。

町長 畠山菊夫 そうすれば簡単にですが、中嶋住宅の分譲ですが、分譲の前提として、国の用途廃止

の承認の手続きが必要であります。中嶋住宅は現に入居者がいるため、用途廃止の承認

は困難と考えております。低所得者のセーフティネットである公営住宅の整備は不可欠

だと思っております。

３番 金一義 第６次八郎潟町総合計画に、住環境には、町営住宅を適正に供給するため老朽化した

住宅の修繕、建設を計画的に進めるとあります。２０１５年１２月２１日作成の中嶋町

営住宅基本計画書がありますが、いろいろな事例が他にもあります。本町でも中嶋住宅

の敷地を定住促進のために活用し、対策をとるべきかと考えます。

かつては小坂町でも坪辺り１万円で６区画を分譲したところ、関東地方在住者を中心

に約４００件の問い合わせが殺到したとあります。県内では現在、美郷町でも若者定住

促進事業として、若者定住促進奨励金を設け、町外から美郷町に定住することを目的と

して、家屋などを新規に取得された方に、交付金を交付する事業のようです。

我が町でも地域の活性化を推進するためにもこのような事業に取り組んではいかがで
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しょうか。

町長 畠山菊夫 低価格での分譲、この辺をみますと最近では井川町駅前が４万５千円くらいで完売し

たかはちょっとわかりませんけれども、それでもやはりなかなか分譲地が埋まらない状

態、新たに１万円２万円規模だと周辺市町村から来ると思いますけれども、やはり雇用

がなければなかなか、全国からとなると難しいのかなと思ってます。

３番 金一義 必ずしも私はこの建物を建てないで、先程の小坂や上小阿仁もやっておった経緯もご

ざいます。だから建物建ててもいいのですけれども、若者の住めるようなそういう、あ

の図面みますと手すり云々と書いた図面であったようですけども。

そこで伊藤喜平という長野県下條村の前村長さん、彼は予算はモダンな若者定住促進

住宅の建設などに回し、１０棟１２４戸を建てました。ほとんど補助金を使わないで時

前のお金で建設された。これ昔から伊藤さん、下條村は有名なところでありまして、予

算の関係もあるでしょうけども、今回は解体の予算あがっておったようですけども、そ

ういう突飛な考えの計画を立ててみたらどうか。

それが例えば坪５万円とか３万円とかではなくて、本当に５千円でもいい、そのかわ

り町外からきた、五城目でもいいし井川でもいい、これやはり自治体間競争で人間の奪

い合いだと思う訳です。必ずしも東京、長野からくるわけでなくて、我が八郎潟町に若

い世代が住まわせていただけるような、突飛な感覚で物を考えられないでしょうか。

せっかくあそこの用地が住宅地になろうとしてるわけですし、町の真ん中であります。

駅からもそんなに遠くない、学校からも近いです。そういう用地を、畠山町政になった

らこんな考えがあるんだよ、という考えを持てないものかな、ということで、ただ横一

線の考え住宅構成だと、こんなこと言えば怒られるけれども、また住む人はだいたい決

まってきますよ。

そうでなくて、やはり若者が住んで、そうすると必ず子どもが増えてくる。そういう

形の宿舎でもいいし、そこら辺考えてみる必要が、私個人的にはあると思いますが、町

長の考えは。

町長 畠山菊夫 思い切ったことをやらなければ、今の時代、もう本当に呼び込むことはできないと思

います。近くの人を奪い合ってもやはりしょうがない話になるのかなと思っております。

むしろ地域間で連携しながら、他の地方から呼び込むような施策もこれから取り組んで

いかなければいけない中で、中嶋住宅は国の補助金をいただいてやる事業でございまし

て、非常に難しいんですけども、これはこれで一つ若者向けの住宅ということで、考え

ておりますけれども、分譲となると最初に予算を決めて、いくらで分譲するかというこ

とも決めなければいけません。あとの石井さんのご質問でも出てきますけれども、いろ

いろ間に合わない事業をやってまで、どうのこうのという意見も当然あると思います。

そこはそことして、さっきも言いましたけれども、いくら分譲してもやはり雇用の場

がなければ、繋げるような施策もやっていかなければいけないと思いますけども、その

辺が難しいのかなと思っております。いずれ移住・定住については、本当に思いきった

ことをやらなければ人は来ないだろうと思ってます。

３番 金一義 もう一度、伊藤町長さんの話で、これ必ずしも自分の町では仕事がないんだけれども、

県南部の中心都市、飯田市まで村から１６キロの通勤圏内にある。そういう形で若者を

呼んだ住宅を作った。それは時前のお金で作ったということを書いてございます。

だから町長さん、雇用ということあるんですけども、ここの町は秋田も能代も中間の

町でございます。必ずしも町そのものに雇用の場がなくても、通勤圏内の便利の良い町

でございますので、そこら辺も考えの中に入れて、やはりやってる町村があるわけです

から思いきった施策をやっていただければと、この質問をしたわけでございます。

まずどうかそこら辺をご検討なされまして、常に子どもの笑い声が聞こえるような、

そういう町政にしていただければありがたいと思ってこの質問しました。我々段々老人

になっていくわけですけども、子どもの笑い声が近所から聞こえるような、そういう施

策を１番にしていただければ何よりありがたいと思ってます。そうすると街中の色んな

面でも、消費でも何でも繋がると思います。やはり人のいない所ではなかなか消費はど

んな策を講じても続かないと思いますので、まずそこら辺をお願いしてこの問題を終わ

ります。

その前にもう一度、美郷町の方では、資料が、町の方でもわかってると思いますけれ

ども、奨励金の金額が連続１０年以上いた方には７０万円という金額を出して奨励して

おるようでございます。いろんな方法取ってる町村ありますので、何とかひとつよろし
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くお願いします。

次の質問に入ります。自治体間による姉妹都市交流事業への考え方は、ということで。

文化交流や親善を目的とした地方都市の関係として自治体間の姉妹都市は、友好都市

交流が幅広い分野で実施されております。地域のグローバル化が進む今日において、地

方自治体が行う姉妹都市交流は、地域住民が様々な異文化状況に対応する異文化コミュ

ニケーション能力を身につけるための手法とすることを最重要の目的だと考えます。

交流のきっかけとしては、歴史的経緯、地理的環境によるものが多いわけですが、交

流分野では、観光・歴史・文化・教育などの分野が多いとあります。

姉妹都市交流に期待される可能性としては、お互いの交流メリットをみつけることで、

交流を通じて自治体にはない環境や課題から学ぶなど、お互いの交流のメリットを見つ

け出すことが言われております。

以上の事を考慮して考えて、姉妹都市交流に是非取り組むことを考えてはいかがでし

ょうか。

町長 畠山菊夫 「姉妹都市」は、国際的・国内的に広く用いられている表現ですが、国際的には異文

化コミュニケーション能力を身に付けるための手法とすることを最重要の目的とする考

え方が主流のようです。国内的には自治体間交流を通じた活性化、交流人口の拡大、移

住促進、販促拡大などの様々な分野において、効果が期待できるものと思っております。

国際的な姉妹都市提携は、本町では考えておりませんが、国内的な提携についても私

以前は考えておりませんと言いましたけれども、姉妹都市提携は相互メリットを慎重に

見定めながら、前向きに考えていきたいと思っております。

３番 金一義 昨日の新聞ちょうど見ましたら、大潟村は「デンマーク大使館と相互交流促進覚書」

というのが大きな見出しで載っておりました。これは大潟村という特殊な感じで、再生

エネルギーとかいろんなものをやってる関係で、デンマークとの関係だと思います。

いま町長さんが国内的な交流を考えてるということですので、そこら辺も五城目町は

千代田区、それと由利本荘市は福島県の安芸市、それと美郷町は大田区とあります。我

が町もこれから飛躍するためにも孤立しないで、やはり先程の定住と併せた外に目を向

けた施策が必要でないかと思ってこの問題を出したわけで、考えてるところですので、

どこの地域がどうなのかということ、やるとすれば検討課題が十二分にあると思います

ので、本当に我が町を相手にしてくれるような地域、教育とか文化いろんなものござい

ます。そういうもので交流できる形の地域を早めにみてもらって、どうかアドバルーン

を上げていただければ、町民もそれなりの考えで動くと思いますので、どうかひとつそ

こら辺をお願いしておきます。

では最後、これは先程もいじめの問題、何人もおりました。小・中学校いじめに対す

る取り組みと関係機関との連携は、ということで。

先程お昼のテレビにも千代田区のいじめが報じられておりました。横浜のいじめと同

じようで、福島から転校された子どもさんのようでございます。

これを聞くというのは、先程から聞いておったんですけども、やはりいじめに対する

正しい知識と認識が我々どこか欠如している部分があるんじゃないかと。要するに組織

で云々じゃなくて、子ども同士の陰湿ないじめというのは、なかなか表面に出てこない。

それで学校の先生もわからない、親もわからない。今日のテレビ見たら、鞄の中に１万

円くらいのお菓子をおごれと言われておごって、包装紙とか鞄開けた写真に載っておっ

たんですけども、そういう、ほとんど父兄もわからない、非常に陰湿ないじめが流行っ

てる感じで私取り上げたわけで、基本的にはさっき教育長さんがおっしゃったことだと

思います。

こんなこと言えば笑われると思いますけれども、皆さんもそうだと思いますけど、昔

はその部落部落にガキ大将がおって、それに繋がって我々が子ども間の何というか、知

らぬ間にその繋がりを持って、いじめに遭いながら克服したという記憶ありますけども、

今は一人っ子、二人っ子の関係で、なかなか難しい面があると思います。なので学校で

いじめられても親にも言えないし、先生が見つけるまでになかなかかかる。みておると

そういうのが結局多いような感じであります。

それで教育長さんがさっき連係プレーをお話しされたんですけども、もう一つお伺い

しますけれども、父兄と学校現場と当局との、PTA の関係でいろいろやってると思い
ますけども、認識の共有というのは、先程もお話ししたようですけども、そこら辺もう

一回お願いします。

教育長 江畠廣 連携というのは、八郎潟町 PTA 連絡協議会、そういうところでいろいろ先程申し上
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げましたように、ネットのいじめとか、早期発見とか、そういう面では連携しながら、

できるだけ子どもさんだけでなくて親も勉強しながら、進めておるのが現状であります。

いま金議員さんがおっしゃるように横浜とか東京あたりで起こってる事例というの

が、我々も心を痛めているところでありまして、そういうところに目が届かなかった学

校の体質の在り方といいますか、そういうものを我々も、小・中ありますので、見つめ

直していかないとなと感じております。

ただ本町に限っては、そういう陰湿ないじめというのは、以前はなかったわけではな

いんですね、無視するとか、みんなでかわりばんこに子どもさんを無視して、そしてこ

ちらの方の仲間では、自分もそれに加わらないと自分もやられる、というような感覚の

ものというのは、無きにしもあらずであったんだけれども、最近のいじめ調査の結果等

をみても、子どもたちに聞き取りましても、自分で抱え込まないで、自分から表現して

相談するという前向きな形が今の小・中学校にあるかと思います。

ですので先程の回答の中にもありましたけど、本人の訴えと、周りの仲間が見ている

人の訴え等々につきましても調査しまして、できるだけアンテナを高く情報の収集とい

うものに、先生方一生懸命取り組んでおるのが現状と思っております。

３番 金一義 我が校はマンモス校でもないし、それなりに目の届く範囲の生徒の数でございます。

だとしても、いじめの範囲を文科省うんと広めた感じで、その数が増えたようですけど

も、今の子どもさんは、打たれ弱いというところがあると思います。そういう面で、い

じめ云々というのは心の痛むような感じでございまして、本町ではスマートホンの開放

というのは学校独自でやってないのか、そこら辺はどうでしょうか。

教育長 江畠廣 本町は他の町村からみると、携帯の携行率が非常に高いです。７０％の子どもさんた

ちが持ってることになります。ですので、ここ２、３年は、家庭でのこともありますけ

ど、教育委員会も含めて年２、３回インターネットセーフティーということで、子ども

さんだけじゃなくて、親の方が中身のことよくわからないで、全然知らないでいるとい

うことがありますので、一緒に学ぶ、保護者の方々も研修するという、そういう機会を

できるだけ設けながら進めております。

先程も申し上げましたが、所持率がこの辺りで一番高いです。

３番 金一義 それに対する気の配りというのもお話し聞きました。よく LINE の問題もいろんなこ
とを書かれて云々ということございますけども、そういう前例はまだないわけですね。

教育長 江畠廣 LINE のいじめはありますよ。ネットのいじめといいますか、載せるというか、悪口
というのは、以前はありました。最近はないようですけども、いろいろ先生方も子ども

さんの方に十分指導もしておりますし、親の方もかなり気を使っているかと思います。

そういう面での LINE とかそういうのに関して弁護士さんが入ったりしますので、そ
れで上手く解決する件も以前はありました。

３番 金一義 時間もおしてきましたけれども、やはり先生も目の届かない、親も目のつかない今の

電子機器というんですか、そういうもので前例があったということですけども、結局そ

の指導の徹底というんですか、そういう中でやられると思いますけれども、今後とも一

生懸命ご指導なさって、明るい小・中学校生活を送らせていただければと思いまして、

質問を終わらせていただきます。長い時間ありがとうございました。

議長 三戸留吉 これにて、３番 金一義君の一般質問を終わります。

次に、４番 石井清人君の一般質問を行います。

４番 石井清人 ４番 石井清人です。一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

１問目は、農業委員の選び方が変わる、であります。

始めにお断りしますが、先の議会全員協議会で、農業委員会関係の条例について、今

回出るという説明がありましたが、私はそれ以前に一般質問書を提出して受理されてお

りましたので、このまま質問をさせていただきます。

農業委員会法が昨年９月に改正されました。新農業委員は議会の同意が必要になりま

した。現在の農業委員の任期は平成２９年７月１９日ですから、もし新農業委員の人事

案が６月議会に上程されるとしたら、広報八郎潟４月号で公募しないといけないと思い

ますので、今回一般質問でわからないところをお聞きしたいと思います。

少し農業の話をさせてください。農業と言うものは食料を生産する人類生存の根源の
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産業ですから生産力の保護や、あるいは農地利用の制限があるのは当然だと思います。

その意味で農地法と農業委員の役割は大きいものがあると思います。文献をひも解くと

人類は大昔、シカや鳥など動物の狩猟や木の実や山菜などの植物の採取をして食料とし

ていたものが、小麦や芋と言う作物を栽培することによって農耕がはじまり農業と言う

産業に育っていったものと言われています。最古の農耕の痕跡は２万３千年前にイスラ

エルで見つかったと報道されています。日本では大陸から稲が伝わってきてから米作り

が始まったのは弥生時代と言われています。農業にはりんごやミカンと言った果樹栽培

も含まれますし、牛や鶏などの家畜を飼育するのも農業と言われます。近年では工場に

よる野菜の水耕栽培も農業の分野に入るでしょう。でも米作りは日本農業の根幹です。

江戸時代から昭和２０年の終戦まで、農家は地主から田んぼを借りて小作するのが一

般的でした。江戸時代は「４公６民」と言われ農家の生産物のうち４割が小作料や年貢

にとられ、６割が自分の収入になるのですが、１年間食べる分の米を残して、あとは生

活費に換金したとしてもおそらく食うや食わずの生活だったのではないでしょうか。江

戸時代には「百姓は死なないように生きないように」という考えで世の中を治めたそう

ですから農民と言うのは弱いものです。こういうことは昭和２０年の農地改革によって

地主制度が解体し自作農が生まれるまで実感としてあったのではないでしょうか。

昭和２６年７月に農業委員会法が制定されています。農業委員会の任務はいろいろあ

りますが、主に農地法の許認可があります。農地は個人の財産とはいえ国民の食料を生

産すると言う崇高な使命がありますから、勝手に売買するとか埋め立てると言う行為に

制約をつけているものだと思います。農地を守り農業を守る業務は大切であると考えま

す。

そこでこれから本題に入りますが、昨年改正された改正農業委員会法の第１点は「農

業委員会の業務の重点は、農地利用の最適化の推進」であります。八郎潟町農業委員会

では近いうちに担い手への農地集積目標や、また耕作放棄地の発生防止・解消について

考え方が出てくるものだろうと思います。

改正の第２点は「農地利用最適化推進委員の新設」です。八郎潟町農業委員会ではこ

の農地利用最適化推進委員を委嘱していく考えでしょうか。八郎潟町は遊休農地率が１

パーセント以下になっているのか、担い手への農地の集積率は７０パーセント以上を達

成しているのかお知らせください。これらをクリアしていないと農地利用適正化推進委

員を置かなければなりません。そして委員定数を定めなければなりません。

しかしながら法律の改正でこのような仕組みができたと言っても農業委員と推進委員

の仕事のすみわけがうまくできるのでしょうか。また相互に連携してと言いますが、推

進委員が担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の現場活

動を行うと逆に農業委員が中に浮いてしまうような気がします。国も農業委員会業務の

重要性を許認可より農地集約に移してきています。他町村の方の関係者の話を聞いても

推進委員の業務の方がこれからは重要だといいます。そうすると農業委員が議会の同意

が必要で、推進委員が農業委員会の委嘱で済むというのがちぐはぐな印象を受けます。

私は八郎潟町の場合は農業委員が推進員を兼ねるのが一番良いと思っていますが、八

郎潟町農業委員会ではこの農地利用適正化推進委員を置くのか置かないのか、その考え

方を教えてください。

改正の第３点は「農業委員の選出方法の変更」です。従来公選で選ばれていた農業委

員は今後首長の任命制となります。また議会の同意も必要となります。現在の選挙によ

る委員定数は８人です。この定数をこれからも踏襲していくものでしょうか。八郎潟町

の統計上の集落は一日市、羽立、夜叉袋、真坂、小池、浦大町、川崎の７集落です。農

業委員が農地法の相談業務や仮に農地集約・放棄地対策などの現場活動も担うとなると

各集落に在住することがよいと思います。一日市地区は面積が広いので最低２人は必要

です。ですから私は任命委員は各集落に住む人を選ぶこととして８人にしたほうがよい

と思います。そのほか今までどおりに農業協同組合、農業共済組合、土地改良区に推薦

を求めるとして３人、計１１人とすれば良いと思いますが農業委員会の考え方はあるの

でしょうか。また、このようなことを条例化あるいは明文化する考えはありませんか。

また議会選出がなくなるとすると女性委員を選出する機会がなくなると思いますがその

通りでしょうか。もし６月定例議会に農業委員同意案を提出するとなると公募を４月号

の広報でお知らせしないと間に合わないと思いますがスケジュールはどのように考えて

いますか。

ところで話は変わりますが、全国各市町村に民生児童委員がおります。民生児童委員

は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で無報酬のボランティア活動で、福

祉業務をつかさどる大切な役職であります。任期は３年です。改選に当たっては民生児

童委員推薦会議が招集されます。
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そこで私の意見としては農業委員推薦会なるものを設置したほうがよいと思います。

新制度での農業委員の任命は町長がおこなうのですが、その前段で推薦・公募というプ

ロセスがあります。複数候補者がいた場合どう選ぶか、あるいはまったく候補者がいな

い場合はどうするか、それらを町長ひとりでやるとなると荷が重くなるような気がしま

す。推薦会なるものの設置を提言いたします。

以上こまごまとした質問ですが、議会広報に載ることによって町民に周知されると思

いますのでよろしくご答弁をお願いいたします。

次に２問目の質問です。町営住宅はペイするのか、であります。

私も長年役場に奉職しながら、いまさらながらこういう一般質問をするのは気が引け

るのですが町民の方から「町営住宅をなぜ建てるのですか。」「町営住宅は採算がとれる

のですか。」「人口増に結びついているのですか。」と聞かれたときに返答ができません

でした。今更ながら自分の経験不足を反省しています。そこでこの一般質問を通して町

の住宅政策を議会だよりに載せたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

第６次八郎潟町総合計画においても安全・安心なまちづくりの中に住宅・住環境の整

備があげられています。それには「町営住宅については、量的不足の解消や居住水準の

向上を図るなどの整備をすすめて来ました。しかし、築後３０年を超える住宅が管理戸

数の半数以上を占め、老朽化が進んでおります。少子高齢化の進行やライフスタイルの

多様化などにより、住宅を取り巻く環境が変化する今、子育て世帯や高齢者世帯などに

配慮した居住環境の整備に努める必要があります。」と記載されています。

９月定例議会終了日に八郎潟町町営住宅基本計画業務という資料をいただきました

し、平成２８年度一般会計予算では、中嶋住宅立替工事基本設計業務委託料８４３万３

千円が計上されています。これらをもとにして近いうちに事業が始まることと思います。

まず、公営住宅を建設する根拠は「公営住宅法」であります。第１条には「・・・・・

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、・・・」とうたわれておりま

す。そこに町営住宅を建設する意義があるわけですが、住宅に困窮する低額所得者とい

うのはどの程度いるのか、その人数をどのように見込んでいるものでしょうか。その数

値がなければ今後とも需要があるのか、あるいは供給過剰になるのか、今後建設する戸

数の根拠となりえませんし町民がなぜ町営住宅を建てるのかと言う質問に答えられませ

ん。

次に低額所得者のためと明記している以上、家賃も民間賃貸住宅よりは安くなるもの

と思います。家賃の決定は法令に基づいて算出されていると思いますが、広報八郎潟１

０月号でも町営住宅入居者募集がでております。例えば平成１４年建設の上昼根住宅を

見た場合一番収入が高い方で月額３万９８００円、一番収入が低い方で月額２万６７０

０円です。平均値を３万３２５０円と見た場合、４０年賃貸した家賃収入は１５６０万

円になります。もっとも古くなると家賃は安くなりますからこの額より低くなります。

そうすると当時の建設費と維持管理費を足した額を超えるものでしょうか。民間アパー

トは利潤を求めるものですから必ずペイするようにやります。町営住宅はペイするのか、

あるいはペイしなくても良いものなのかその考え方をお知らせください。

また町営住宅に入居するために他町村からどのくらいの転入があるものでしょうか。

町営住宅が人口増に結びついているのかその実情をお知らせください。

それから、町営住宅を建てるにあたっては標準設計でつくられるものでしょうか。大

昔は公営住宅標準設計と言うものがあったのですが、いまもあるのでしょうか、それと

もそれぞれの市町村のオリジナルで設計されるものでしょうか。時代とともに生活様式

も変わり間取りもＬＤＫが主流です。新中嶋住宅も高齢者向けとか新婚さん向けとかの

コンセプトはあるものでしょうか。あるいはどんな世帯にも対応できると言うオールマ

イティ的なコンセプトなのでしょうか。

以上よろしくお願いします。

町長 畠山菊夫 石井議員のご質問に、お答えいたします。

はじめに、議員ご指摘のとおり昨年９月に、農業委員会等に関する法律が改正されて

居ります。改正による大きな変更は、ご質問にある３点です。

ご質問の１点目、「農業委員会の業務の重点は」についてですが、農地等の利用の最

適化の推進であります。許認可だけではなく、最適化の推進が強固に位置づけられまし

た。

ご質問の２点目、「農地利用最適化推進委員の委嘱、遊休農地の率、担い手への集積

率」についてですが、本町の農地面積は約８１３ヘクタールで、遊休農地面積は１％未

満の０．４ヘクタール、担い手への集積率は増反地を含めた率になりますが、９８．３

％になっております。農業委員会等に関する法律施行令第７条、農業委員会が推進委員
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を置かないことが出来る市町村の基準を満たしており、本年１０月１７日に農林水産大

臣の公告がされて居ります。このような状況から、本町では農地利用最適化推進委員は、

置かないことと致しました。

ご質問の３点目、「農業委員の定数、推薦・募集についてでありますが、定数は現状

の１２名で条例案を提出しております。推進委員を置かないこと、新たに、利害関係を

有しない商工業者・消費者などの、農業に従事しない中立委員を任命すること等により、

定数変更はしないことといたしました。推薦・公募につきましては、１月から２月迄の

約１ヶ月を募集期間とし、町広報１月号・町ホームページに掲載いたします。期間の中

間と終了時点で町ホームページにより推薦・応募状況を報告いたします。

参考の為に付け加えますが、推薦公募終了後、町長が任命する評価委員により、評価

委員会を開催し、推薦・応募者の評価の意見を決定し、町長へ報告します。選任議案を

作成し、３月議会に提出、議会の同意を得て７月２０日の任命となります。

３月議会に提出する理由については、議会の同意が得られない場合や、欠員が生じる

場合には、速やかに選任の手続きを行う必要があることからです。

また、評価委員の人選については、町長が任命する、副町長・産業課長・農業委員会

事務局次長・農業委員会会長又は委員（但し、委員候補者を除く）の４名としておりま

す。

次に、公営住宅は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法２５条の理

念を具現化した公営住宅法に基づき、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な

生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家

賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するこ

とを目的としております。

公営住宅法の、低額所得者とは、全国の２人以上世帯を収入の低い順から並べ、収入

の低い方から４分の１番目に該当する収入に相当する世帯のことを示しております。町

ではその方々のためのセーフティーネットとして、公営住宅の整備は必要不可欠と考え

ております。

公営住宅の家賃設定は、入居者の収入と住宅の便益に応じて家賃を決定する制度にな

っております。収入の低い入居者には低い家賃を、収入の高い入居者には高い家賃を、

また、同じ収入の入居者間においては、住宅の規模面では広い住宅の入居者は狭い住宅

の入居者よりは高い家賃とすることになります。そのため、民間の市場家賃の考えとは

異なる性質であることから、建設費に対する採算性は考慮しておりません。

他町村からの転入状況は１１１世帯の入居者のうち４６世帯です。また、建設に対す

る標準設計はありませんが、補助基本額となる１戸当たりの標準工事費と標準床面積が

示されております。

外観や間取りについては、各自治体の裁量により決定することになり、建替後の中嶋

住宅は、「子育て世帯が入居したくなる魅力ある住宅」の建設を目指しております。

４番 石井清人 大変わかりやすいご説明ありがとうございました。ちょっとわからないところを捕捉

で質問させていただきます。

一つは農業委員の関係なんですけども、私が一般質問で話した、例えば集落毎におく

とか、あるいは農業団体から公募を受けて選ぶ、そういう考えがあるのかないのか、そ

こをちょっとわからなかったんですけど、例えば条例には規則がついていく場合もある

し、あるいは要項で補足する場合もあるんですけども、例えば１２名という農業委員が

これからでるんですけども、内規とか要項の中で各集落からおく、あるいは農業団体か

ら選ぶ、あるいは中立委員を選んでこういうメンバーから１２人分選ぶというふうな考

え方があって、それを要項化するのかどうか、それもなくてとにかく１２名だと漠然と

したものなのか、そこのところがわからなかったのでお願いします。

それから住宅の建設費で、これは低所得者向けで民間アパートとは考え方違うので採

算性はない、ということなんですけども、ただ建設する際には国庫補助入るから結局赤

字にはならないと思うんだけど、そこ辺り建設課長わかるのではないでしょうか。そこ

もあわせておねがいします。

町長 畠山菊夫 集落毎というのは、今ちょっと考えておりません。それで団体推薦は、考えていかな

ければと思ってます。

産業課長 加藤貞憲 農業委員の推薦関係のことでありますが、農業委員については、推薦公募によって

募集しなければならないということで、施行規則第７条で決められております。それで

町では、八郎潟町農業委員候補者募集要項を作成しております。これについては議会終
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了後、ホームページに掲載し来月の広報に掲載する予定であります。また、同じく委員

の候補者の推薦についてなんですが、A さんが B さんを推薦する推薦書、A さん自ら
が自分を推薦する推薦書、それから団体の方が A さんを推薦する推薦書、この推薦の
やり方３つ程ありますので、これも掲載することとなっております。

建設課長 吉田久壽 公営住宅法の平成８年以前は、建設費から家賃を算出して決めてましたが、平成８

年以降公営住宅法が大きく改正されまして、福祉的要素の住宅になりましたので、採算

は考えにないと思います。

４番 石井清人 ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれないけれども、住宅を新築する、建て替える

時に建設費の中に国庫補助、国の補助金が入るから、町のお金と国庫補助足してやるか

ら、町は損をしないんじゃないかという私の考えなんだけども、そこを確認したいんだ

けども。

建設課長 吉田久壽 平成８年までは国庫補助を除いた建設費で家賃の限度額を算出して決定しました

が、平成８年以降は近傍同士の市場の家賃を決めてから収入限度額で家賃を決めるとい

うことになりました。

４番 石井清人 はい、わかりました。これで質問を終わります。ありがとうございました。

議長 三戸留吉 これにて４番 石井清人君の一般質問を終わります。

これにて、一般質問を終わります。

これより、各常任委員会を開いていただきます。なお最終日１６日は、午後３時から

本会議を開きます。

本日の会議は、これを持って散会いたします。どうもご苦労様でした。

（午後３時５８分）
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平成２８年八郎潟町議会１２月定例会 会議録

第４日目 平成２８年１２月１６日（金）

議長 三戸留吉 皆さん、ご苦労様です。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、八郎潟町議会１２月定例会は成立いたしました。

これより本日の会議を開会いたします。

答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育長、各課課長、会計管理者でありま

す。

日程第１、本会議で、各常任委員会に付託された議案及び請願・陳情について、各常

任委員長の報告を求めます。

始めに、総務産業常任委員長、伊藤秋雄君の報告を求めます。

総務産業常任委員長 伊藤秋雄 （総務産業常任委員会委員長報告 別紙報告書のとおり）

議長 三戸留吉 次に、教育民生常任委員長 金一義君の報告を求めます。

教育民生常任委員長 金一義 （教育民生常任委員会委員長報告 別紙報告書のとおり）

議長 三戸留吉 これより、各常任委員長に対する質疑を行います。

始めに、総務産業常任委員長 伊藤秋雄君に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 ないようですので、総務産業常任委員長 伊藤秋雄君に対する質疑を終わります。

次に、教育民生常任委員長 金一義君に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 ないようですので、教育民生常任委員長 金一義君に対する質疑を終わります。

これにて、各常任委員長に対する質疑を終わります。

次に、各議案に対する討論並びに採決を行います。

なお討論は、反対討論から行いますので討論がある場合は、挙手の上、反対、賛成を

述べた上で、議長の許可を得てからお願いいたします。

日程第２、議案第４２号 八郎潟町町税条例の一部を改正する条例について、討論を

行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４２号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４２号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第３、議案第４３号 八郎潟町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４３号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４３号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第４、議案第４４号 八郎潟町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する

条例について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４４号について、委員長の報告は可決であ
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ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４４号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第５、議案第４５号 八郎潟町法定外公共用財産に関する条例の制定につ

いて、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４５号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４５号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第６、議案第４６号 八郎潟町農業委員会委員定数条例の制定について、

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４６号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４６号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第７、議案第４７号 八郎潟町農業委員会の選挙による委員の定数条例を

廃止する条例について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４７号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４７号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第８、議案第４８号 八郎潟町農業委員会の選任による委員の議会推薦委

員に関する条例を廃止する条例について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４８号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４８号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第９、議案第４９号 平成２８年度八郎潟町一般会計補正予算（第６号）

について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第４９号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第４９号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第１０、議案第５０号 平成２８年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第５０号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５０号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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次に、日程第１１、議案第５１号 平成２８年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第５１号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５１号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第１２、議案第５２号 平成２８年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第５２号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５２号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第１３、議案第５３号 平成２８年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。議案第５３号について、委員長の報告は可決であ

ります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５３号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、日程第１４、請願・陳情について、採決を行います。

受理番号第７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意

見書を求める陳情、について討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。受理番号第７号について、委員長の報告は採択で

あります。委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって受理番号第７号は、委員長報告のとおり採択することに

決定いたしました。

次に、受理番号第８号 地域の実情に応じた医療提供体制の確保を求める意見書を求

める陳情書、について討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。受理番号第８号について、委員長の報告は採択で

あります。委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって受理番号第８号は、委員長報告のとおり採択することに

決定いたしました。

次に、受理番号第９号 介護保険の給付縮小・負担増を中止し、充実を求める国への

意見書提出の陳情、について討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。受理番号第９号について、委員長の報告は採択で

あります。委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって受理番号第９号は、委員長報告のとおり採択することに

決定いたしました。
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次に、受理番号第１０号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあた

り、現行制度の継続を求める国への意見書の提出の陳情、について討論を行います。討

論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。受理番号第１０号について、委員長の報告は採択

であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって受理番号第１０号は、委員長報告のとおり採択すること

に決定いたしました。

次に、受理番号第１１号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書につ

いて、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。受理番号第１１号について、委員長の報告は採択

であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

議長 三戸留吉 起立多数であります。よって受理番号第１１号は、委員長報告のとおり採択すること

に決定いたしました。

次に、受理番号第１２号 若い人も高齢者も安心できる年金制度改善と年金積立金の

株式運用の見直しを求める国への意見書提出の陳情、について討論を行います。討論あ

りませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決します。受理番号第１２号について、委員長の報告は採択

であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

議長 三戸留吉 起立多数であります。よって受理番号第１２号は、委員長報告のとおり採択すること

に決定いたしました。

ここで、暫時休憩いたします。

（休 憩）

（再 開）

議長 三戸留吉 それでは、再開いたします。

次に、委員会提出議案第７号から第１２号を日程に追加し、日程の順序を変更し直ち

に議題とすることにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 異議なしと認めます。この追加日程につきましては、付託された常任委員会毎に審議

したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 ご異議なしと認めます。始めに、教育民生常任委員会に付託された議案について審議

いたします。

追加日程第１、委員会提出議案第７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制

労働の改善を求める意見書を求める陳情、を議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。

教育民生常任委員長 金一義 委員会提出議案第７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働

の改善を求める意見書を求める陳情

上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。

八郎潟町議会議長 三戸留吉殿 提出者 教育民生常任委員長 金一義

提案理由 厚生労働省は、「看護師の雇用の質」「医療分野の雇用の質」の向上などの、

医療勤務環境改善に向けた各医療機関の取り組みを支援するよう都道府県に求めてい

ますが、国民のいのちと暮らしを守る医療・介護現場は深刻な人手不足となっています。
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そのため、労働実態は依然として厳しくなっており、安全・安心の医療・介護を実現す

るためにも、医師・看護師・介護職員の増員や夜勤などの労働環境の改善は喫緊の課題

となっています。

勤務環境の改善なしに医療提供体制の改善はありません。医療従事者の勤務環境の改

善を実効性のあるものにし、医療提供体制を充実していくことを求めることから、意見

書を提出するものです。

この意見書の提出先は、内閣総理大臣 安倍晋三、厚生労働大臣 塩崎恭久、財務大

臣 麻生太郎、文部科学大臣 松野博一、総務大臣 高市早苗、秋田県知事 佐竹敬久

です。

議長 三戸留吉 本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。委員会提出議案第７号について、賛成の諸君

の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって委員会提出議案第７号は、可決と決定いたしました。

次に、追加日程第２、委員会提出議案第８号 地域の実情に応じた医療提供体制の確

保を求める意見書を求める陳情書、を議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。

教育民生常任委員長 金一義 委員会提出議案第８号 地域の実情に応じた医療提供体制の確保を求める

意見書を求める陳情書

上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。

八郎潟町議会議長 三戸留吉殿 提出者 教育民生常任委員長 金一義

提案理由 政府の「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」は、

２０２５年の必要病床数の推計結果では、必要病床数は１１５～１１９万病床程であり、

既存病床数と比べると１５万から１９万病床少なく、今後、大幅な削減を求められるこ

とになります。

国が一方的に病床数削減を強いることは、地域医療ニーズに十分応じることができな

くなるおそれがあるばかりでなく、医療機関の経営基盤を揺るがすとともに、医療従事

者の雇用機会の喪失につながりかねません。

都道府県が策定する地域医療構想が、地域の実情に応じた内容となるよう、国の推定

方式の抜本的な見直しを求めることから、意見書を提出するものです。

この意見書の提出先は、内閣総理大臣 安倍晋三、厚生労働大臣 塩崎恭久、財務大

臣 麻生太郎、総務大臣 高市早苗、経済産業大臣 世耕弘成です。

議長 三戸留吉 本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。委員会提出議案第８号について、賛成の諸君

の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって委員会提出議案第８号は、可決と決定いたしました。

次に、追加日程第３、委員会提出議案第９号 介護保険の給付縮小・負担増を中止し、

充実を求める国への意見書提出の陳情、を議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。

教育民生常任委員長 金一義 委員会提出議案第９号 介護保険の給付縮小・負担増を中止し、充実を求

める国への意見書提出の陳情
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上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。

八郎潟町議会議長 三戸留吉殿 提出者 教育民生常任委員長 金一義

提案理由 政府内で、２０１７年通常国会に向けた介護保険制度の見直しの検討が進

められています。その中には、更なる給付の削減・負担増をはかる内容が盛り込まれて

います。

給付を抑制することは、介護を受けられなくなる人が増加し、「介護難民」を増やし

てしまうことになりかねません。

こうしたことから、「生活援助をはじめとするサービスの削減や利用料の引き上げを

実施しないこと」・「家族の介護負担が軽減されるよう制度を抜本的に改善し、施設など

の整備を早急に行うこと」・「介護従事者の大幅な処遇改善、確保対策の強化をはかるこ

と」など、政府の責任で必要な財政措置を講ずることを求めることから、意見書を提出

するものです。

この意見書の提出先は、内閣総理大臣 安倍晋三、財務大臣 麻生太郎、厚生労働大

臣 塩崎恭久、衆議院議長 大島理森、参議院議長 伊達忠一です。

議長 三戸留吉 本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。委員会提出議案第９号について、賛成の諸君

の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって委員会提出議案第９号は、可決と決定いたしました。

次に、追加日程第４、委員会提出議案第１０号 高額療養費」「後期高齢者の窓口負

担」の見直しにあたり、現行制度の継続を求める国への意見書の提出の陳情、を議題と

いたします。

本案について提案理由の説明を求めます。

教育民生常任委員長 金一義 委員会提出議案第１０号 高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直

しにあたり、現行制度の継続を求める国への意見書の提出の陳情

上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。

八郎潟町議会議長 三戸留吉殿 提出者 教育民生常任委員長 金一義

提案理由 経済的な理由で必要な受診ができない方が増えている中、さらなる患者負

担増は多くの国民から医療を遠ざけ、とりわけ治療が長期にわたる高齢者の生活を圧迫

します。

今後、患者負担のありかたについて、厚労省・社会保障審議会医療保険部会等の関係

審議会で審議され、「具体的な措置を講ずる」としていますが、関係省庁、関係審議会

におかれては、さらなる患者負担増で受診抑制がおきないように慎重な審議を求めるこ

とから、意見書を提出するものです。

この意見書の提出先は、内閣総理大臣 安倍晋三、財務大臣 麻生太郎、厚生労働大

臣 塩崎恭久、総務大臣 高市早苗、衆議院議長 大島理森、参議院議長 伊達忠一で

す。

議長 三戸留吉 本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。委員会提出議案第１０号について、賛成の諸

君 の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって委員会提出議案第１０号は、可決と決定いたしました。

次に、追加日程第６、委員会提出議案第１２号 若い人も高齢者も安心できる年金制
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度改善と年金積立金の株式運用の見直しを求める国への意見書提出の陳情、を議題とい

たします。

本案について提案理由の説明を求めます。

教育民生常任委員長 金一義 委員会提出議案第１２号 若い人も高齢者も安心できる年金制度改善と年

金積立金の株式運用の見直しを求める国への意見書提出の陳情

上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。

八郎潟町議会議長 三戸留吉殿 提出者 教育民生常任委員長 金一義

提案理由 高齢者があてにできる唯一の収入が年金です。

この秋の第１９２回臨時国会では物価上昇時でも賃金が下がれば年金支給額を引き下

げる新たな法案が提出されました。これ以上の年金減額には耐えられません。

また、アベノミクスの成長戦略として２０１４年１０月、年金積立金の株式運用を従

来の２４％から５０％に拡大し、その結果、莫大な運用損をもたらしました。

国民の貴重な財産である積立金は、本来、安全、確実に運用されるべきであり、乱高

下する株価に左右される運用は危険極まりないものです。

若い人も高齢者も現在および将来にわたって安心・安定して暮らしていくために年金

制度改善と積立金の株式運用の見直しを求めることから、意見書を提出するものです。

この意見書の提出先は、内閣総理大臣 安倍晋三、財務大臣 麻生太郎、厚生労働大

臣 塩崎恭久、衆議院議長 大島理森、参議院議長 伊達忠一です。

議長 三戸留吉 本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。

はい、石井君

４番 石井清人 追加日程第６、委員会提出議案１２号について、反対討論させていただきます。

私、委員会ではこのことについて賛同しなかったんです。その理由としては、この意

見書の３番にある、全額国庫負担の最低保障年金制度について、ちょっと賛同しがたい

と思ったからであります。

私の母親は、国民年金に入ってますけども、若い時から日雇い農業に従事して年金を

かけてきました。それでも月額３万円の年金です。多い額ではありません。そうやって

自助努力をしてきまして、ようやく６０歳からもらいました。

そういう自助努力もしないで、国が国民を丸抱えにして全額国庫負担で年金を出すと

いうのは、私は腑に落ちないということで反対しました。

それから更に言わせてもらえば、１番の毎年下げ続けるマクロ経済スライドですけど

も、これも今は下がってますけども、いずれ上がる時もあるのではないかと。ですから

必ずしもおかしいということではないと思います。

それから２番についても、前段の年金の支給開始年齢引き上げ、これはちょっと。続

いて更なる年金額の引き上げは悪いことではありませんから、これの文章はおかしい、

というのが私の気持ちです。

それから更に言わせてもらえば、４番はリスクの少ない国内債券、国債だとリスクは

少ないんですけども、リスクの少ない国内債券が何を指しているのか、ちょっといまい

ちわからなかったので、この意見書はちょっと賛同しがたいなというのが私の意見です

ので、以上申し述べておきます。

議長 三戸留吉 他にありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。委員会提出議案第１２号について、賛成の諸

君 の起立を求めます。

（起立多数）

議長 三戸留吉 起立多数であります。よって委員会提出議案第１２号は、可決と決定いたしました。

次に、総務産業常任委員会に付託された議案について審議いたします。

追加日程第５、委員会提出議案第１１号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求

める意見書について、を議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。
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総務産業常任委員長 伊藤秋雄 委員会提出議案第１１号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求

める意見書について

上記の議案を、別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。

八郎潟町議会議長 三戸留吉殿 提出者 教育民生常任委員長 金一義

提案理由 住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっ

ている中、町村では立候補者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下

や地方議会議員のなり手不足が大きな問題となっている。

年金制度が無いままでは地方議会の議員を目指す人は限られた環境の人しか立候補で

きなくなる懸念があり、加入の道を開くことは喫緊の課題であります。

年金制度加入のためには公費負担が伴うことから住民の理解と信頼が不可欠でありま

すが、昨今の世論の厳しい批判にさらされている一部地方議会における政務活動費の私

的流用などは全く論外です。

よって、国民の信頼の確保を前提とし、幅広い政治参加と地方議会における人材確保

を目指す上からも、国民的合意が得られ、時代にふさわしい地方議会議員の厚生年金加

入のための法整備を早急に実現するよう強く求め、意見書を提出するものです。

この意見書の提出先は、衆議院議長 大島理森、参議院議長 山崎正昭、内閣総理大

臣 安倍晋三、内閣官房長官 菅義偉、財務大臣 麻生太郎、総務大臣 高市早苗、厚

生労働大臣 塩崎恭久です。

議長 三戸留吉 本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。

はい、加藤君

５番 加藤千代美 一つ、質疑ではありませんけれども、先程の参議院議長は伊達忠一になって、この参

議員議長は山崎正昭になってますけども、これはどういうことですか。

議会事務局長 鳴海一元 すみません、参議院議長は伊達忠一でした。訂正願います。

議長 三戸留吉 次に、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。委員会提出議案第１１号について、賛成の諸

君 の起立を求めます。

（起立多数）

議長 三戸留吉 起立多数であります。よって委員会提出議案第１１号は、可決と決定いたしました。

次に、日程第１５、議案第５４号 八郎潟町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて、を上程いたします。提案理由の説明を求めます。

町長 畠山菊夫 議案第５４号 八郎潟町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について

固定資産評価審査委員会委員の櫻庭正男氏は平成２８年１２月２５日をもって任期満

了になりますので、引き続き同委員としてお願いいたしたく、地方税法第４２３条第３

項の規定により同意を求めるものであります。

なお、任期につきましては、平成２８年１２月２６日から３年間であります。

櫻庭氏は、人格も高潔で、固定資産の評価に関し豊富な識見を有する者として提案す

るものであります。

よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。

議長 三戸留吉 これより議案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 異議なしと認めます。討論行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。日程第１５、議案第５４号 八郎潟町固定資

産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、本案に同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）
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議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５４号については、同意することに決定しました。

次に、日程第１６、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て、上程いたします。提案理由の説明を求めます。

町長 畠山菊夫 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の 工藤常子氏は平成２９年３月３１日をもって任期満了になりますの

で、引き続き人権擁護委員としてお願いいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により、法務大臣への推薦について議会の意見を求めるものであります。

工藤氏は教職員としての勤務も長く、人格・識見も高く、広く社会の事情に通じ、人

権擁護について理解を有する者として要件を十分満たしていると思われますので、推薦

に当たって諮問するものであります。よろしくご審議をいただきますよう、お願い申し

上げます。

議長 三戸留吉 これより議案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 異議なしと認めます。討論行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。日程第１６、諮問第１号 人権擁護委員の推

薦につき意見を求めることについて、人権擁護委員として工藤常子氏を推薦することに

賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって諮問第１号は、工藤常子氏を推薦することに決定しまし

た。

以上、今定例会に付議された案件は、全て終了しました。

これをもって、八郎潟町議会１２月定例会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。

（閉会 午後４時０６分）


